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序章 総合交通戦略とは 

 

１．総合交通戦略の視点 

 

本総合交通戦略は、町田市交通マスタープランに示す「だれもが不便なく移動で

きるまち」の実現のための短・中期的な戦略目標を定め、その戦略目標を実現する

ための交通施策の展開方針と施策パッケージを定めるものです。 

 

２．総合交通戦略の位置付け 

 

町田市交通マスタープランは、町田市基本構想・基本計画に示す将来都市像、町

田市都市計画マスタープランに示す都市づくりの構想を踏まえ、交通施策の基本方

針を定めたものです。 

本総合交通戦略は、最新の上位計画・関連計画（中期経営計画等）を踏まえつつ、

町田市交通マスタープランを戦略的に展開するために、とりわけ短・中期的に実施

すべき重点プロジェクト・重点施策を選択し、実施に向けた具体的な方向性を定め

た実施計画と位置付けます。 

 

町田市基本構想 ・基本計画
（2004年3月改定）

町田市都市計画マスタープラン
（1999年6月策定）

町田市交通マスタープラン
（2006年2月策定）

国や東京都などの関連計画
　・首都圏第５次首都圏基本計画
　・運輸政策審議会答申第１８号
　・東京構想２０００　等

町田市の関連計画
　・町田市土地利用基本方針
　・町田市中心市街地活性化計画
　・町田市環境マスタープラン
　・町田市高齢社会総合計画（第3次改定版） 等

町田市都市・地域総合交通戦略

重点的に
取り組むべき

戦略施策を選択
交通マスタープラン以降に
策定・改定中の関連計画

　・町田市中期経営計画（2007年11月策定）
　・町田市都市計画マスタープラン（改定中）
　・町田市中心市街地活性化基本方針（策定中） 等

連携
・整合

 
図序-1 町田市都市・地域総合交通戦略の位置付け 
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３．総合交通戦略の目標年次 

 

町田市交通マスタープランの目標年次は概ね 20 年後の 2030 年となっていますが、

総合交通戦略は交通マスタープランの短・中期的な戦略であり、概ね 10 年以内の中

で、前期、後期に分けて整理します。 

 

４．総合交通戦略の計画区域 

 

町田市交通マスタープランで定める対象区域は、町田市全域であり、本総合交通

戦略の計画区域も同様とします。 

 

 

 

図序-2 計画区域 
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第１章 町田市の現状と課題 

 

１．人口・土地利用 

 

町田市の人口は、増加速度は弱めつつも緩やかに増加 

 

・右肩上がりで増加してきた町田市の人口は、現在（2009 年）約 42 万人とな

っています。今後は、増加速度を徐々に弱めつつも 2020 年頃までは緩やか

に増加を続け、やがてピークを迎えるものとみられます。 

・2020 年以降の長期的な動向についても、国立社会保障・人口問題研究所によ

る将来推計人口を参考にすると、2030 年までは緩やかに増加していくものと

推定されます。 
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（平42）

夜
間
人
口

実績値

町田市推計人口（2004年推計）

国立社会保障・人口問題研究所推計人口（2008年推計）
（万人）

2009.10.1現在
41.7万人

（住民基本台帳）

 

図 1-1 町田市の人口推移と今後の見通し 

注）2005 年までの人口は国勢調査による。 
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高齢化の更なる進展 

 

・町田市では、高齢化が急速に進展しています。65 歳以上の高齢者人口の割

合は、2000 年時点では 14％でしたが、現況(2008 年)では 21％となり、2015

年には 26％、2030 年には 29％に達するものと予測されます。実数で 2030

年の高齢者人口と 15 歳～64 歳の生産年齢人口を比較すると、高齢者人口が

2000 年の約 2.4 倍となる反面、生産年齢人口は 2000 年から微増になるもの

と見込まれます。移動が困難な高齢者が増加する一方、多様な価値観を持

って社会に積極的に参加していく高齢者も増加すると推測されます。 

 

10 61 29

12 62 26

13 72 14

15歳未満 15～64歳 65歳以上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例

2000年

2015年

2030年

現在21％
（2008.10.1現在）
（住民基本台帳）

 
図 1-2 町田市の年齢別人口構成比の推移と今後の見通し 

注）2000 年は国勢調査に基づき作成。 

2015 年以降は国立社会保障・人口問題研究所の推計人口に基づき作成。 
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図 1-3 町田市の年齢別人口の推移と今後の見通し 

注）2000 年は国勢調査に基づき作成。2015 年以降は国立社会保障・人口問題研究所

の推計人口に基づき作成。 
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市街地の拡大が落ち着き、鉄道駅周辺で人口が増加 

 

・町田市の市街地は、町田駅を中心に地形及び鉄道や道路などの都市基盤と関

連しながら急速に周辺部へと拡大してきました。しかし、市街地の拡大は減

速しており、落ち着く方向にあります。 

・地域別に最近の人口動向をみると、町田駅、南町田駅、鶴川駅、多摩境駅な

どの公共交通の便利な鉄道駅周辺への居住が再び増加する傾向がみられま

す。 

 
図 1-4 町田市のＤＩＤの変遷とＤＩＤ人口の推移 

注）各年「国勢調査」に基づき作成。 
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図 1-5 町丁別の夜間人口の推移（2009 年／1999 年） 

注）各年「住民基本台帳」に基づき作成。 
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２．全市的な交通の現状と課題 

 

（１）交通網 

 

・町田市は、都心から 30～40km に位置し、多摩地域や神奈川県央地域などの周

辺地域と地理的に深いつながりにあります。また、町田市の交通網は、首都圏

の環状方向、放射方向を形成する幹線交通網が交差した構造になっており、交

通の要所となっています。 

・環状方向の主要な幹線交通網としては、鉄道のＪＲ横浜線と、国道 16 号、町

田街道（主要地方道八王子町田線）及び鎌倉街道（主要地方道府中町田線）な

どの幹線道路があります。放射方向の主要な幹線交通網としては、小田急小田

原線、東急田園都市線及び京王相模原線の鉄道と、東名高速道路、国道 246 号

及び芝溝街道（主要地方道世田谷町田線他）などの幹線道路があります。 

・町田市は、このような幹線交通網により都区部、横浜市・川崎市方面などへの

アクセスが確保されており、大きな発展可能性を有した都市でもあります。そ

して、これらの幹線交通網は、町田市の活発な都市活動を支え、活力ある都市

の形成に重要な役割を果たしています。 

・鉄道駅が市域の外縁部にあるため、市内の主要な公共交通としては路線バスが

欠かせないものとなっています。 

道路区分

自動車専用道路

国道

主要地方道

一般都県道

世田谷町田線
府
中
町
田
線

町
田
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布

線
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光
寺
長
津

田
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町
田

平
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八
王

子
線
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田
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野
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相
模
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川
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１６
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停
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図 1-6 町田市の幹線交通網 
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（２）市内の交通手段利用特性 

 

町田市は多様な都市活動を様々な交通手段が分担 
 
・通勤には「鉄道」、通学には「徒歩」が主に利用されています。「鉄道」は、通

勤のほか通学にも利用されている重要な交通手段です。 

・業務や私事目的には「自動車」が主に利用されています。特に、業務において

は「自動車」は重要な役割を果たしています。 
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図 1-7 目的別の代表交通手段構成比（町田市発着） 

注）2008 年東京都市圏パーソントリップ調査に基づき作成。 

 

鉄道駅アクセス手段としては、バスの役割が欠かせない 
 
・私事目的では、「バス」も重要な役割を担っています。特に、鉄道アクセス手

段では、徒歩を除くと通勤でのバス利用が 23％と高く、通勤時の鉄道利用にお

いては駅までのアクセス手段としてバスが主要な交通手段となっています。 
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図 1-8 目的別の鉄道アクセス手段構成比（町田市発着） 

注）2008 年東京都市圏パーソントリップ調査に基づき作成。 
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（３）道路混雑の状況 

 

市内の幹線道路は町田街道はじめ混雑しており、特に町田駅周辺の課題が大きい 
 
・町田駅は都内でも突出してバス乗降人員が多く、主要な幹線バス道路である町

田街道をはじめとして道路が混雑しています。 

・市内の商業・業務拠点の町田駅周辺では、町田街道・町田駅前通りにおいて約

1.5～1.6 万台/12h の交通量となっており、２車線道路で混雑なく処理できる交

通量（1 万台程度/12h）を大きく上回っています。 
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注） 2002年「東京都内乗合バス・ルートあんない

　　　　　　　　（東京都バス協会）」に基づき作成。

町田街道

 
図 1-9 市内の道路混雑状況（平日） 

注）2005 年度道路交通センサス一般交通量調査に基づき作成。 

 

 

図 1-10 町田駅周辺の交通状況（平日） 

注）市独自調査に基づき作成。 
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（４）市民ニーズから見た重点課題 

 

公共交通利便性の向上による、環境保全や自動車利用の抑制が必要 
 
・市民は、「環境」や「安全・安心」について特に重要度が高いと考えており、

特に「環境」は満足度の低い項目となっています。 

・交通面で環境を捉えると、自動車は鉄道やバスに比べて CO2 排出量が多く、自

動車利用抑制が重要な視点となります。また、自動車利用抑制のための条件と

して、市民は鉄道、バスの利便性を挙げており、環境保全や自動車利用抑制の

ためには、公共交通利便性の向上が必要であることがわかります。 

安全・安心

都市の活力

環境の保全

30

40

50

60

70

80

-30 -20 -10 0 10
満足度

重
要
度

(満足）(不満）

(重要）

45

19

5

0 10 20 30 40 50

自家用乗用車

乗合バス

鉄道

1人１km運ぶのに排出するCO2（ｇ-C/人キロ）

 
図 1-11 市民が重要視する視点   図 1-12 手段別の CO2 排出量 

注）交通施策ニーズ調査（2008 年）に基づき作成。 注）地球温暖化問題への国内対策に関する 

関係審議会合同会議資料より抜粋。 

 

0 10 20 30 40 50

鉄道が便利に使えるようになったとき

バスが便利に使えるようになったとき

安全・便利に自転車が使えるようになったと
き

歩く環境がよく、安全に歩けるようになったと
き

自動車の維持費などが高くなったとき

自動車の利用に制限などがかかったとき

何があっても、減らしたり、やめたりできない

利用を減らす・やめる条件としている割合 （％）

 

図 1-13 市民の自動車利用抑制の条件（週１回以上の自動車利用者） 

注）市民意識調査（2004 年）に基づき作成。 
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道路混雑対策を含めた総合的な路線バス対策が重要 
 
・市民は交通手段のうち「路線バス」が最も重要と考え、かつ不満も高くなって

います。特に交通渋滞・道路混雑の解消や路線バスの利便性の向上などについ

て非常に重要と考え、不満も高くなっています。 

・バス交通に関する問題としても、バスが時間どおりに来ないという交通渋滞・

道路混雑の面の指摘が最も多く、次いでバス車内の混雑や乗換の不便性を挙げ

ています。 

路線バス

鉄道・
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自転車 自動車
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道路網形成
ﾊ゙ﾘｱﾌﾘー ･外出支援
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乗り継ぎ利便性向上鉄道
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路線バス
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図 1-14 手段別の市民の重要度と満足度 図 1-15 交通問題別の市民の重要度と満足度 

注）交通施策ニーズ調査（2008 年）に基づき作成。 
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図 1-16 バス交通に関する重要度 

注）交通施策ニーズ調査（2008 年）に基づき作成。 
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３．中心市街地の交通の現状と課題 

（１）中心市街地の交通手段利用特性 

 

公共交通・徒歩利用の多い中心市街地の交通特性を生かした交通対策が重要 
 
・中心市街地（町田駅周辺）では、町田市全体に比べて鉄道・バス利用が際立っ

て高くなっています。また、１／３が徒歩利用であり、中心市街地を回遊する

主要な交通手段となっています。なお、山坂が多いため、相模原市などの隣接

市と比べて自転車の利用率は低い特性があります。 

・鉄道アクセス手段では、町田駅は徒歩が約７割と主要な手段、次いでバスの２

割となっており、自動車や自転車での利用は５％以下と低くなっています。 
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東京多摩部
 

図 1-17 代表交通手段内訳（発着地別） 
注）2008 年東京都市圏パーソントリップ調査に基づき作成。 
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図 1-18 鉄道駅アクセス交通手段構成比（町田市発着） 
注）2008 年東京都市圏パーソントリップ調査に基づき作成。 
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（２）中心市街地の自動車交通を取り巻く現状と貨物車対策の必要性 

 

歩行者の安全性・快適性確保、まちの魅力の向上のための貨物車対策の必要性 
 

・町田駅周辺では、魅力的な商業空間や安全で快適な歩行空間などを確保するた

めに一部歩行者天国となっています。しかし、貨物車（許可車）が流入してお

り、歩行者天国本来の機能が十分に活かされていません。来街者の多くは、貨

物車の流入に対し「安全性や景観上問題」と感じており、まちの魅力低下につ

ながる要因となっています。 

・中心市街地（町田駅周辺）に発着する交通のうち貨物車は２割に過ぎませんが、

路上駐車になると全体の７割が貨物車となります。このことから、路上駐車対

策において、貨物車対策が重要となることがわかります。 

－凡例－
● 荷捌き 有り有り車両

● 荷捌き 無し無し車両

歩行者天国区間

JR町
田

駅

小
田

急
町

田
駅

 

43

51

25

17

32

32

問題ある
どちらかというと

問題ある
気にならない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡          例     

環境・景観について

安全面について  

回答総数：77

　　　　【荷捌き車両に対する来街者　　
　　　（町田駅周辺）の意識】

注）2003年度東京都市圏物資流動調査
報告書に基づき作成。

 
図 1-19 町田駅周辺での荷さばきの現状（歩行者天国開始時 11：00） 

注）町田市実施データ（2007 年）に基づき作成。 
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図 1-20 町田駅周辺発着交通量内訳   図 1-21 町田駅周辺の路上駐車の車種構成 
注）2005 年度道路交通起終点調査に基づき作成。  注）2007 年度中心市街地端末物流対策調査  

データに基づき作成。 
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（３）市民ニーズから見た中心市街地の重点課題 

 

歩行者天国への車両進入対策・路上駐車対策による安全性・快適性確保が重要 
 
・中心市街地の来街者は、より楽しい滞在性について非常に重要と考えており、

満足度も低い傾向があります。 

・特に、路上駐車による交通の円滑化や安全性の阻害、歩行者天国への車両の進

入による快適で安全な歩行環境の阻害に対する重要度が高く、市民は、貨物車

を中心とした自動車対策による安全な歩行環境の確保を強く求めています。 

 

より楽しく滞在
できる

公共交通で
訪れやすい
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図 1-22 中心市街地来街者の重要度と満足度 

注）交通施策ニーズ調査（2008 年）に基づき作成。 
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図 1-23 中心市街地来街者の交通問題に関する重要度 

注）交通施策ニーズ調査（2008 年）に基づき作成。 
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第２章 戦略目標の設定 

 

１．上位計画の将来像 

 

（１）将来交通の姿 

  

町田市の最上位計画となる総合計画「町田市基本構想・基本計画」では、４つの

重点目標を定めています。また、「町田市交通マスタープラン」の上位計画となる

「町田市都市計画マスタープラン」では、３つの都市像を掲げており、それらを踏

まえ、「町田市交通マスタープラン」では、目指す将来交通の姿として３つの基本

的視点を掲げています。 

 

 ・ 多摩地域有数の商業拠点

　（町田駅周辺）の魅力創出

 ・ 特色ある歴史・文化、緑豊かな自然

   等資源の魅力向上

 ・ 東京近郊の緑資産の保全・活用

 町田らしさが感じられるまちづくり
　　→ 訪れたいまち、楽しめるまちへ

 ・ 暮らしの快適性の確保（車いすで歩　
　 け、徒歩圏で生活できる機能の充実）

 ・ 交通の利便性・機能の強化

　 （鉄軌道、道路、市内外間連絡）

 ・ 環境負荷の低減

 良好な住環境を支える都市機能の充実
→  住みたいまち、住んでよかったまちへ

 ・ 日常生活の安全確保　

　 （大気汚染の改善 等）

 ・ 危機管理能力の整備

 ・ 障がい者の自立支援

 生活の質の向上
　　 → 安全で安心して暮らせるまちへ

   （生活行動圏の拡大）

 ・ 隣接市間との相互連携

 ・ 他の都市・地域との交流促進

 市域を意識しない生活の実現
　　→ 暮らしやすいまちへ

〈 町田市基本構想・基本計画より 〉
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誰
も
が
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れ
る
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つ
く
る

重　点　目　標

「暮らしの
安全・安心」

の実現

「持続可能な
都市の活力」

の実現

「環境の保全」
への配慮

急速に進む
長寿・高齢社会

への対応

拠点都市とし
ての活力づく
りへの対応

総合的な
環境問題
への対応

「生活」の
舞台となる都市

「活力」を
維持する都市

「環境文化」を
育てる都市

〈町田市都市計画マスタープランより〉

<社会的な要請>

町田市交通マスタープランが
目指す将来交通の姿

 
図 2-1 上位計画の将来像と将来交通の３つの姿 
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（２）交通対策の基本目標 

 

町田市都市・地域総合交通戦略の前提となる交通施策の基本方針である「町田市

交通マスタープラン」では、将来交通の姿（３つの基本的視点）を実現するために、

４つの交通対策の基本目標を定めています。 

本総合交通戦略は、この交通対策の基本目標を踏まえて、策定する必要がありま

す。 

 

・高齢者や障がい者等の生活
　や自立を支援するモビリティ
　の確保
・交通事故が少なく、災害にも
  強い道路ネットワークづくり
・社会経済活動への参加を支
　援する安全で快適な移動手
　段の確保

・都市の活力源となる交流・連
　携を促進する交通ネットワー
　クの形成
・中心市街地の魅力を高める
　交通環境づくり

・環境負荷の少ない交通体系
　の確立
・環境負荷の少ない都市空間
　づくり

「暮らしの安全・安心」
の実現

「持続可能な
都市の活力」の実現

「環境の保全」への
配慮

基本目標

だれもが公共交通を使って不便なく
移動できるまちにする

＜公共交通施策＞

交通による環境負荷や交通事故の
少ないまちにする

＜ＴＤＭ施策等＞

だれもが中心市街地へ訪れやすく、
回遊して楽しめるようにする

＜中心市街地交通施策＞

人やモノが早く、正確に、信頼性高く
移動できるまちにする

＜道路ネットワーク施策＞

基本的な視点

 
図 2-2 交通対策の基本目標（町田市交通マスタープランより） 
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町田市交通マスタープランの交通対策の基本目標Ⅰ 

だれもが公共交通を使って不便なく移動できるまちにする 

－公共交通施策－ 
 
施策展開の基本方針 

市域の外縁部に位置する鉄道網については、既存鉄道の利便性、快適性の向上を

図るとともに、計画路線である多摩都市モノレール及び小田急多摩線の早期延伸を

促進することによって、市内の鉄軌道がさらに利用しやすくなるようにしていきま

す。 

 市内の主要な公共交通機関であり、鉄道と密接な関係にある路線バスについては、

鉄道との連続性や定時性・速達性を高め、鉄道に近いサービスを持ち、かつ高頻度

な運行を目指していきます。加えて、高齢者・障がい者をはじめとしたマイカーを

使わない市民への対応として、戸口を意識した公共交通網の形成を目指します。 

 また、公共交通機関自体や乗り継ぎ施設におけるバリアフリー化の推進を図り、

だれもが公共交通を使って不便なく移動できるまちの実現に取り組みます。 
 
重点目標 

１ 路線バスをより利用しやすくする 

２ 鉄軌道をより利用しやすくする 

３ 交通機関相互の乗り継ぎをしやすくする 

４ 公共交通不便地区の交通サービスを向上する 

５ だれもが安全に安心して公共交通を利用できるようにする 
 
主要な施策の展開イメージ 

○ これまでの〔鉄道＋路線バス〕という交通サービスでは対応しきれない地域へ

の対策も考慮して、〔幹線＋支線型の公共交通網〕の形成を目指します。 

    
図 2-3 これからの公共交通網のイメージ 
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町田市交通マスタープランの交通対策の基本目標Ⅱ 

だれもが中心市街地へ訪れやすく、回遊して楽しめるようにする 

－中心市街地交通施策－ 
 
施策展開の基本方針 

旧来より、町田駅周辺は、鉄道をはじめ路線バス網が整備されており、公共交通

の便利な地区として発達してきました。そのような既存の鉄道や路線バスなどの公

共交通網を基盤としながら、だれもがスムースに公共交通で中心市街地へ訪れるこ

とができる環境を整えていきます。 

 また、町田駅周辺にはその一部区間に歩行者天国が整備されるなど、歩行者が回

遊しやすい特性を持っています。そのような特性を生かしつつ、今以上に歩行者に

やさしい快適な環境を作り出していくため、路上駐車や放置自転車などが歩行者の

通行を妨げることなく、高齢者や障がい者、子ども等だれもが安全に安心して回遊

できる歩行空間を確立していきます。 
 
重点目標 

１ だれもが公共交通でアクセスしやすい中心市街地にする 

２ だれもがより楽しく滞在できる中心市街地にする 
 
主要な施策の展開イメージ 

○ これからの中心市街地における交通対策の基本的方向性として、公共交通を重

視したまちづくり、歩行者優先のまちづくりを重点的に進めます。 

凡　　例

歩行者の流動方向

自動車の流動方向

公共交通の流動方向

立　　　川
多摩センター

成　瀬　 　　
長津田 方面
横　浜　 　　

淵野辺　 　　
相模原 方面
八王子　　　

中心市街地エリア

公共交通の結節点

歩行者優先区間

方面

鶴川
方面

鶴　川
新　宿方面

相模大野　　　　
藤　沢　　方面
小田原　　　　　

成　瀬
南町田

方面

P    駐車場及び荷さばき場

P
P

P

P
P

P

歩行者優先エリア

町田駅

一括納品や共同荷受けを
実施している大型商業施設  

図 2-4 中心市街地の交通対策のイメージ 
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町田市交通マスタープランの交通対策の基本目標Ⅲ 

人やモノが早く、正確に、信頼性高く移動できるまちにする 

－道路ネットワーク施策－ 
 
施策展開の基本方針 

町田市が市内の各地域はもとより、周辺地域とより活発な交流・連携をとりなが

ら持続的な発展を遂げ、都市の活力を生み出みだしていくために、骨格的な幹線道

路網の形成を早期に図っていきます。 

 また、市内の交通渋滞を効果的に解消するため、ボトルネック対策や早期に効果

が発現される道路整備を計画的に進め、道路の持つネットワーク機能を最大限に発

揮していきます。 
 
重点目標 

１ 人やモノの交流・連携を促進し、安全性の高い道路網を形成する 

２ 現状に的確に対応し、効果的に交通渋滞や道路混雑を解消する 
 
主要な施策の展開イメージ 

○ 現況の交通渋滞の解消を図るとともに、交通を円滑にし、周辺地域や主要な拠

点間の交流・連携を活発にするため、広域幹線道路と市内幹線道路による放射・

環状型の道路網の構築を目指します。 

 
図 2-5 望ましい将来道路網のイメージ 
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町田市交通マスタープランの交通対策の基本目標Ⅳ 

交通による環境負荷や交通事故の少ないまちにする 

－ＴＤＭ施策等－ 
 
施策展開の基本方針 

自動車による環境負荷を効果的に低減するため、通勤時や休日の買い物時など交

通の集中する時間帯を避けた自動車利用を推進したり、低公害車の導入を促進して

いきます。一方、公共交通や徒歩・自転車による移動環境を改善し、自動車利用か

らの転換を推進します。また、市民の環境に関する意識を啓発し、環境負荷の少な

いまちづくりを意識面からも推進します。 

高齢者や障がい者、子ども等、だれもが安全に移動できるまちにするために歩行

者・自転車空間を確保するとともに、交通マナーを啓発し、市民一人ひとりの交通

安全に関する意識を高めることによって交通事故の少ないまちにしていきます。 
 
重点目標 

１ 環境負荷の少ない交通利用を促進する 

２ 環境負荷の少ない都市空間づくりを進める 

３ 交通安全を推進する 
 
主要な施策の展開イメージ 

○ 環境への負荷の少ない自動車利用方法の推進、公共交通や徒歩・自転車の利用

促進、低公害車の導入促進などにより、環境への負荷や交通事故の少ないまち

づくりを推進します。 

 

図 2-6 交通による環境負荷や交通事故の少ない施策展開のイメージ 
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なお、「町田市交通マスタープラン（2006 年 2 月策定）」以降に策定された上位計

画として、「町田市中期経営計画（2007 年 11 月策定）」があります。これは、町田

市における 2007 年度から 2011 年度までの市政運営計画をとりまとめたものです。 

そこでは、“市民すべてが希望の持てるまち”を市政運営の基本的な理念とし、『市

民協働のまち』『環境先進都市』『子育て・保健福祉のまち』『商業・文化芸術都市』

を目指すべき都市像としています。 

町田市都市・地域総合交通戦略は、概ね 10 年以内の短・中期的な戦略であるこ

とから、「町田市中期経営計画」の都市像、重点事業と整合させて策定する必要が

あります。 

 
図 2-7 上位計画と交通マスタープランの方向性の再整理 
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２．戦略目標の設定 

（１）市民の交通施策ニーズの動向 

 

全市的には、交通渋滞・道路混雑の解消や路線バスの利便性の向上が優先課題 
 
・特に交通渋滞・道路混雑の解消や路線バスの利便性の向上などについて非常に

重要と考えている市民が多く、不満も高くなっています。 

交通安全

環境負荷の少ない
都市づくり

環境負荷の少ない
交通利用

交通渋滞や
道路混雑の解消

道路網形成
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ･外出支援

不便地域の解消

乗り継ぎ利便性向上鉄道
利便性向上

路線バス
利便性向上

30

40

50

60

70

80

-30 -20 -10 0 10
満足度

重
要
度

(満足）(不満）

(重要）

 
再掲図 2-8 全市的な交通対策の重要度と満足度 

注）交通施策ニーズ調査（2008 年）に基づき作成。 

 

中心市街地では、楽しい滞在性が優先課題 
 
・中心市街地の来街者は、より楽しい滞在性（路上駐車対策や歩行者天国への車

両の進入対策など）について非常に重要と考えており、満足度も低くなってい

ます。 

より楽しく滞在
できる

公共交通で
訪れやすい

50

60

70

80

-10 0 10 20
満足度

重
要
度

(満足）(不満）

(重要）

 

再掲図 2-9 中心市街地来街者の交通対策の重要度と満足度 

注）交通施策ニーズ調査（2008 年）に基づき作成。 
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（２）上位計画、市民の交通施策ニーズを踏まえた戦略目標の設定 

 

上位計画（町田市中期経営計画、町田市交通マスタープラン）、及び市民が考え

る優先的な交通対策（重要度が高く、かつ満足度が低い交通施策）を踏まえ、次の

２つの戦略目標を設定します。 

 

■ 全市的戦略目標 

路路線線ババススがが利利用用ししややすすくく不不便便ななくく快快適適にに移移動動ででききるるままちちににすするる  

（だれもが路線バスで移動しやすい交通環境の創出） 

⇒ 本市は、鉄道駅が市域の外縁部に位置していることから、バスが鉄道駅や中心

市街地への移動のための重要な交通手段となっています。特に、町田駅はバスが

集中し、利用者数も多く、都内有数のバス拠点となっています。このようにバス

が日常の生活・産業基盤の支えとなっていることから、総合的な路線バス対策を

展開していく必要があります。 

 

■ 中心市街地の戦略目標 

中中心心市市街街地地にに訪訪れれるるだだれれももがが回回遊遊ししてて楽楽ししめめるるままちちににすするる  

（だれもが回遊して楽しく過ごせる歩行者空間の創出） 

⇒ 町田駅周辺の中心市街地は、多摩地域有数の商業拠点ですが、歩行者天国等へ

の貨物車の進入が歩行者の安全・快適な通行の妨げとなっていることから、総合

的な物流貨物車対策を展開していく必要があります。 

路線バスをより利用しやすくしま
す

だれもがより楽しく滞在できる中
心市街地にします

現状に的確に対応し、効果的に交
通渋滞や道路混雑を解消します

商業・文化芸術
都市

〈町田市中期経営計画より〉

　　　　　　　

環境先進都市
子育て・保健福祉

のまち

<町田市交通マスタープラン>
交通対策の基本目標

だれもが公共交通を使って不便なく
移動できるまちにする

交通による環境負荷や交通事故の
少ないまちにする

だれもが中心市街地へ訪れやすく、
回遊して楽しめるようにする

人やモノが早く、正確に、信頼性高く
移動できるまちにする

優先的な交通対策
（重要度が高く、かつ満足度

が低い交通施策）

<交通施策ニーズ調査より>

《全市的な戦略目標》
総合的な路線バス対策

《中心市街地の
戦略目標》

総合的な物流貨物車対策

交通安全を推進します

環境負荷の少ない交通利用を推
進します

《全市的施策》

《中心市街地施策》

市民協働のまち

総合交通戦略の戦略目標の方向性

路線バスが利用しやすく
　不便なく快適に移動できる

　まちにする

中心市街地に訪れる
だれもが回遊して

楽しめるまちにする

多
く
の
市
民
が
重
要
と
回
答　

交
通
施
策
ニ
ー
ズ
調
査

 

図 2-10 戦略目標の設定 
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３．戦略目標実現のための基本戦略 

（１）全市的な戦略目標実現のための基本戦略 

 

■ 全市的戦略目標 

路路線線ババススがが利利用用ししややすすくく不不便便ななくく快快適適にに移移動動ででききるるままちちににすするる  

（だれもが路線バスで移動しやすい交通環境の創出） 

 

 ・上記の戦略目標の実現のためには、町田市で抱える交通問題・課題を解決する必

要があり、課題に対する対応の方向性を整理すると、次の３つの基本戦略が考え

られます。 

 

  全市的な基本戦略１ バス路線網の見直し（駅アクセス強化等） 

  全市的な基本戦略２ バスの定時性・速達性の確保 

  全市的な基本戦略３ 公共交通利用環境の整備 

 

バス交通に影響を

与える交通手段
バスを取り巻く公共交通

　　　交通手段

将来交通の姿

自動車
（道路ﾈｯﾄﾜｰｸ）路線バス

「環境の保全」

に配慮した交通

暮らしの

「安全・安心」

を実現する交通

「都市の活力」

の維持・向上を

実現する交通

歩行者
自転車
バイク

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ等鉄軌道

市内公共交通軸の形成

既存鉄道のｻｰﾋﾞｽ向上
（東京都心到達時間､

混雑率等）

公共交通不便地区
の解消

・定時性・速達性の
　向上
・バスに起因する道　
　路混雑の緩和

鉄軌道の補完

多摩方面への
アクセス機能の向上

道路混雑の緩和
（町田街道・
鶴川街道等）

高齢者等移動困難者
の移動手段の確保

自動車からバス・
自転車・徒歩等

への転換

乗り継ぎ利便性の向上、情報提供・ＰＲ

公共交通機関のバリアフリー化

多摩都市ﾓﾉﾚｰﾙ･小田
急多摩線の整備促進

鉄軌道の先行・代替

交通結節点
までのｱｸｾｽ
ﾈｯﾄﾜｰｸ整備

整備が長期化する中
でのﾈｯﾄﾜｰｸ形成に向
けた先行・代替的対応

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｱｸｾｽ
道路の整備・

改良促進

バス交通に直接的に影響する課題 バス交通に間接的に影響する課題

速度向上によるCO2排出量の低減

交通結節点
整備

（自転車
駐輪場等）

【基本戦略１】
バス路線網

見直し（駅アク
セス強化等）

【基本戦略２】
バスの定時性・
速達性の確保

【基本戦略３】
公共交通利用
環境の整備

環境にやさしいバスの
導入拡大

 

図 2-11 全市的な交通課題と対応の方向性（基本戦略） 
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（２）中心市街地の戦略目標実現のための基本戦略 

 

■ 中心市街地の戦略目標 

中中心心市市街街地地にに訪訪れれるるだだれれももがが回回遊遊ししてて楽楽ししめめるるままちちににすするる  

（だれもが回遊して楽しく過ごせる歩行者空間の創出） 

 

 ・上記の戦略目標の実現のためには、町田市で抱える交通問題・課題を解決するす

る必要があり、課題に対する対応の方向性を整理すると、次の２つの基本戦略が

考えられます。 

 

 中心市街地の基本戦略１ 回遊性の高い快適な歩行空間の確保 
 中心市街地の基本戦略２ 貨物車が効率的に集配送する仕組みづくり 

 

乗用車 バス
自転車
バイク

歩行者貨物車

バス停の分散・不案内

違法駐車の発生

歩行者天国内の
自転車の走行

歩行者回遊性低下

路上荷捌きが発生

荷捌き空間の不足

総合的な
路線バス対策

歩行者天国内への
貨物車等車両の進入

放置自転車の発生
による通行阻害

貨物車の集中

道路渋滞（町田街道、駅前大通）

交通手段

中心市街地
の重点目標

駐輪場の不案内
中心部の駐輪場不足

中心市街地への
マイカーの集中

朝夕の送迎（キス
＆ライド）の発生

より楽しく

滞在できる

中心市街地

公共交通

でアクセス

しやすい

中心市街地

路上の商品陳列・
看板設置による

通行阻害

歩車共存による
歩行者の安全性低下

過度なバスの集中

【基本戦略２】
貨物車が効率的
に集配送する
仕組みづくり

【基本戦略１】
回遊性の高い快適な

歩行空間の確保

 
図 2-12 中心市街地の交通課題と対応の方向性（基本戦略） 
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第３章 戦略施策の設定 
 
１．全市的な戦略施策の設定 
 

全市的な交通の現状を踏まえ、また、将来の多摩都市モノレールの整備を見据え

た上での短・中期的な公共交通対策として、戦略目標の実現に向けた課題と方向性

に基づき、次のように全市的な戦略施策を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 3-1 全市的な戦略施策の方向性 

段段階階的的なな施施策策展展開開 

［市内交通手段利用特性］ 

○ 市民の鉄道駅アクセス手段

としては、バスの役割が欠か

せない 
 
［重点課題①］ 

市民生活の重要な交通手段で

あるバス交通の維持・強化の

ためのバスの魅力度向上の必

要性 

［道路の混雑状況］ 

○ 市内幹線道路は町田街道を

はじめとして混雑。特に町田

駅周辺での課題が大きい。 

○ 一方で、市民ニーズへ対応し

たバス路線網を構築するため

には、道路整備によるバス走

行環境整備等をはじめとした

ハード施策が必要。 
 
［重点課題②］ 

路線バスのスピードアップの

ための走行環境整備の必要性

（特に、その受け皿となる道

路整備） 

［市民ニーズへの対応］ 

○ 市民からは道路混雑対策を

含め、総合的な路線バス対策

へのニーズが高い。 

○ また、朝夕のバス車内の混雑

や乗換の不便性への対策につ

いてニーズが高い。 
 
［重点課題③］ 

市民ニーズに対応したバスサ

ービス改善の必要性（定時

性・速達性の向上、朝夕の車

内混雑緩和、乗り継ぎ抵抗の

改善等） 

方向性① 

輸送力の増強かつ効率的運行（連節バス導入） 

全市的な基本戦略１ 

：バス路線網の見直し（駅アクセス強化等）

全市的な基本戦略２ 

：バスの定時性・速達性の確保 

 

戦戦略略施施策策２２：：ババスス路路線線網網のの再再編編  

（（ＢＢＲＲＴＴ・・幹幹線線支支線線シシスステテムムのの導導入入）） 

全全市市的的なな交交通通課課題題 全全市市的的なな交交通通課課題題にに対対すするる今今後後のの方方向向性性 

方向性② 

優先的なバス走行環境の整備 

全市的な基本戦略２ 

：バスの定時性・速達性の確保 

方向性③ 

連節バスシステム導入 

全市的な基本戦略３ 

：公共交通利用環境の整備 

方向性④ 

わかりやすいバスとするための情報提供 

方向性⑤ 

路線の再編による「幹線支線システム」導入 

全市的な基本戦略１ 

：バス路線網の見直し（駅アクセス強化等）

全市的な基本戦略２ 

：バスの定時性・速達性の確保 
方向性⑥ 

バス走行空間確保に向けた道路整備 

全市的な基本戦略２ 

：バスの定時性・速達性の確保 

方向性⑦ 

乗り継ぎ拠点整備と乗り継ぎ利便性向上策の展開 

全市的な基本戦略３ 

：公共交通利用環境の整備 

戦戦略略施施策策１１：：連連節節ババススシシスステテムムのの導導入入 

連節バス：大量輸送のために車体が 2 連以上につながっているバス。 
ＢＲＴ ：Bus Rapid Transit の略で、連節バス、バス専用レーン、PTPS 等を活用した鉄軌道に近い都市輸送システム。 
幹線支線システム：幹線道路を高頻度で運行するバスと、地域内をきめ細かくカバーする支線バスとを組み合わせる

ことによって、利便性と運行効率性を高めるバスネットワークの考え方。 
ＰＴＰＳ：Public Transportation Priority System（公共車両優先システム）の略で、バスが接近すると前方の信号の青時間を

延ばし、バスの速度が低下しないようにする仕組み。 
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■ 戦略施策１（前期） 

連連節節ババススシシスステテムムのの導導入入 

 

 「基本戦略の視点」 
 
  全市的な基本戦略１ バス路線網の見直し（駅アクセス強化等） 

・鉄道端末手段及び市内流動の主要手段としてバス交通対策が必要であり、

需要の多い地域を中心として輸送力の増強が求められています。 

・一方、町田バスセンターでは運行本数が非常に多いことから乗降処理能力

が飽和状態となっており、輸送力の増強を進めつつ効率的な運行が必要で

す。 
 
  全市的な基本戦略２ バスの定時性・速達性の確保 

・市内の主要なバス路線では道路混雑が発生し、ピーク時間帯を中心として

遅延が多発しており、市民の満足度が低い項目としてあげられています。 

・輸送力の増強とあわせて、鉄道駅への定時性・速達性を確保するための取

り組みが必要です。 
 
  全市的な基本戦略３ 公共交通利用環境の整備 

・連節バスを導入するにあたり、バス停環境の改善をはじめとした走行空間

の整備、バス待ち環境の整備が求められます。 

・特に、利用の多い、町田バスセンターなどにおいては、乗降処理能力をさ

らに高めていくための方策の展開が必要です。 

・また、さらなる利用促進に向けては、バス運行情報の提供等により「わか

りやすいバス」の実現が求められます。 
 

【連節バスシステムの展開方向性】 

 ・需要の多い区間を対象とした連節バ

ス導入 

 ・停車空間の整備と車外運賃収受シス

テム等の導入 
 ・定時性、速達性確保に向けたバス優

先レーン確保や道路改良・ＰＴＰＳ

導入 等 
 ・町田駅における乗り場・運行情報案

内システムの導入 等 
 

 

図 3-2 連節バスシステムの導入に関する施策展開イメージ 
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■ 戦略施策２（後期） 

ババスス路路線線網網のの再再編編（（ＢＢＲＲＴＴ・・幹幹線線支支線線シシスステテムムのの導導入入）） 

 
 「基本戦略の視点」 
 
  全市的な基本戦略１ バス路線網の見直し（駅アクセス強化等） 

・鉄道駅が市の外縁部に位置しているため、市内には最寄り駅へのアクセス

性の低い地域がみられ、アクセス性の向上が求められています。 

・また、輸送力に応じた適切な手段を導入するために、混雑路線への輸送力

の大きなバス車両の導入をはじめ、所要時間の長い長距離路線を分割し、

幹線部分と切り離すなどバス路線網を再編することで、公共交通の利用が

不便な地域への対応など現在のネットワークよりも小回りのきくサービス

提供が可能となります。 
 
  全市的な基本戦略２ バスの定時性・速達性の確保 

・路線バスの利用促進に向けて、市民ニーズの高い定時性・速達性の向上が

必要です。そのためには、幹線路線を中心とした各種施策展開が求められ

ます。 

・また、現在の道路混雑状況などを踏まえると、将来にわたり、定時性・速

達性を確保していくためには、円滑なバス運行に向けた走行環境整備（新

たな道路整備を含む）が必要です。 
 
  全市的な基本戦略３ 公共交通利用環境の整備 

・幹線支線システムを展開していく際、バス利用者は乗り継ぎが必要となる

可能性があります。このため、乗り継ぎ拠点など整備のハード施策や乗り

継ぎ運賃割引等のソフト施策の両面からの展開が必要です。 

 

【バス路線網の再編の展開方向性】 

 ・バス路線網の再編によるＢＲＴ導入と

幹線支線システム導入 

・幹線バスと支線バスとの乗り継ぎシス

テムの構築 

 ・定時性・速達性確保に向けたバス走行

環境整備 

 

 

 

 

 

図 3-3 バス路線網の再編に関する施策展開イメージ 
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２．中心市街地の戦略施策の設定 

 

中心市街地の交通の現状を踏まえ、戦略目標の実現に向けた課題と方向性に基づ

き、中心市街地の戦略施策を設定します。 

なお、本市では、中心市街地の戦略目標である「中心市街地に訪れるだれもが回

遊して楽しめるまちにする」を実現するため、2009 年度に早期に実現可能と考えら

れる物流施策について試行的に実施（社会実験）をしており、その検証結果も踏ま

え、次のように中心市街地の戦略施策を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 中心市街地の戦略施策の方向性 

［歩行者天国のルール違反］ 

○ 歩行者天国への無許可車両

の進入や歩行者天国内の違法

駐車により歩行者の安全性が

阻害され、景観上も問題 

○ 歩行者天国の自転車通行は

押し歩きが原則であり、駐車

禁止であるが、ほとんど守ら

れず、歩行者の安全性が阻害 
 
［重点課題①］ 

歩行者天国におけるルール遵

守の徹底の必要性 

［荷さばきスペースの不足］ 

○ 既存の共同荷さばき施設

（ぽっぽ町田）のみでは、す

べての荷さばき車両を受け入

れることは不可能 
 
《社会実験による検証結果》 

・路外荷さばきスペースの必

要性・有効性が確認 

・路外荷さばきスペースだけ

では、対応しきれない需要

が確認 

 

［重点課題②］ 

路上荷さばき駐車車両の受け

皿となる路外での荷さばきス

ペースの確保の必要性 

 

［重点課題③］ 

路外荷さばきスペースで受け

止められない需要を賄う対策

の必要性（特定エリアでの路

上荷さばき対応） 

方向性① 

歩行者天国内の自動車・自転車通行・駐車ルー

ルの遵守による歩行者の安全性・快適性の確保 

方向性② 

路上荷さばき車両の受け皿となる適地の既存

路外駐車場での荷さばきスペースの確保 

方向性③ 

路外だけでは受け止められない荷さばき需要

に対応する路上荷さばきスペースの確保 

方向性④ 

地域主導の組織設立・育成を側面的に支援し、

将来像の実現に向けた「ローカルルール」の策

定 

中心市街地の基本戦略１ 

：回遊性の高い快適な歩行空間の確保 

中心市街地の基本戦略２ 

：貨物車が効率的に集配送する仕組みづくり

戦戦略略施施策策１１：：総総合合的的なな荷荷ささばばきき駐駐車車対対策策 

戦戦略略施施策策２２：：地地域域主主導導型型組組織織にによよるる  

ロローーカカルルーールル策策定定・・運運用用 

中中心心市市街街地地のの交交通通課課題題 中中心心市市街街地地ににおおけけるる今今後後のの方方向向性性 

継継続続的的にに運運用用すするるたためめににはは 
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（参考）社会実験の実施概要 

 

【実験期間】 

  2009 年 8 月 31 日から 9 月 11 日の平日 10 日間（8:00～20:00） 
  

【実験メニュー】 

  実験Ⅰ：歩行者天国内への進入ルール遵守の徹底 

      ：歩行者天国流入部（５箇所）に警備員を配置し、歩行者天国時間帯において歩行者

天国内への車両の進入・通行禁止の現行ルールの遵守を徹底させる。 

 実験Ⅱ：既存の路外駐車場での荷さばきスペースの確保 

：主に歩行者天国内の荷さばき車両の受け皿として、「ぽっぽ町田」のように中心市街

地の周辺に荷さばき施設を整備することを想定し、既存の路外駐車場に荷さばきスペ

ース（４箇所：20 台）を確保し、そこへ誘導する。 
 

【実験対象エリア】 

・実験対象エリアは、小田急線およびＪＲ横浜線で囲まれたエリア（約 20ha） 
  

 
図 3-5 社会実験対象エリア 

注）社会実験時配布チラシより抜粋。 
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■ 戦略施策１ 

総総合合的的なな荷荷ささばばきき駐駐車車対対策策 

 
 「基本戦略の視点」 
 
  中心市街地の基本戦略１ 回遊性の高い快適な歩行空間の確保 
 

・本市の歩行者天国は、歩行者天国時間帯に多くの車両が流入しており、その多

くは歩行者天国内に立地する商店等への集配送を目的としています。歩行者天

国内の通行については、警察署が発行する「通行許可証」を所有していれば、

法的には車両通行は可能ですが、歩行者天国内での駐車を許可しているもので

はありません。 

・そのため、中心市街地には多くの路上駐車（荷さばき車両）が存在し、歩行者

と自動車が錯綜し、歩行者の安全性・快適性を阻害しています。特に、これら

の荷さばき車両を整序化・秩序化することが重要であると考えられます。 

・一方、歩行者天国内は、現行ルールの遵守を徹底させられれば、「まちの魅力

の向上」や「歩行者天国内への流入車両の抑制」等の一定の効果が期待され、

中心市街地の歩行者空間の改善に大きく寄与することが、社会実験によって確

認されています。 

 

  中心市街地の基本戦略２ 貨物車が効率的に集配送する仕組みづくり 
 

・荷さばき車両は、中心市街地の魅力である商業活動を維持するための動脈であ

り、一方的に排除していくことは、適正な商業活動を維持する上で障害となる

可能性があります。 

・また、町田市の中心市街地では 2009 年４月から、「放置車両確認事務」の民間

委託（違法駐車民間取り締まり委託）が始まり、これに伴い「町田駅前通り」

の一部では「９～11 時に限り駐車禁止の解除」が実施されました。しかしなが

ら、現実には荷さばき活動圏域には限界があることから、これらのスペースを

利用できる荷さばき車両は一部に過ぎず、中心市街地全体では「荷さばきスペ

ースが不足」しています。 

・特に、歩行者天国内には代替となるスペースや駐車場がなく、周辺に「ぽっぽ

町田」のような共同荷さばき施設を整備することが厳しい経済状況の中では、

荷さばき活動圏域を考慮しつつ、周辺のコインパーキングや幅員に余裕のある

路上空間を組み合わせた対応が必要となります。 
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■ 戦略施策２ 

地地域域主主導導型型組組織織にによよるるロローーカカルルルルーールル策策定定・・運運用用 

 
 「基本戦略の視点」 
 
  中心市街地の基本戦略１ 回遊性の高い快適な歩行空間の確保 

 

・社会実験では、通行無許可車両の歩行者天国への進入を防ぐために、歩行者天

国の出入口に警備員を立たせました。それによって、車両進入の抑止効果はあ

りましたが、継続的な運用を行うには物理的装置の設置、もしくは地域住民・

商業者等が協働して監視にあたる等の取り組みが必要となります。 

・加えて、歩行者天国内の車両を抑制していくためには、十分な共同荷さばきス

ペースを確保した上で、歩行者天国内の商店会・店舗間において、荷さばきス

ペースから共同で集荷・配送していくこと等が必要となります。そのため、通

行ルールの運用と合わせて、商店会・店舗等を束ねる組織づくりが重要となり

ます。 

・自転車については、歩行者天国を通行する場合は押し歩きが原則であり、駐車

禁止です。ただし、ほとんどの自転車はそのルールを守っていません。これは、

交通マナーの問題だけではなく、ルールの認知度の低さも原因と考えられ、地

域住民・商業者、利用者等の協働の取り組みによるルールの認知度向上・遵守

の徹底が必要となります。 

・このように、町田市中心市街地の戦略目標を実現していくためには、「歩行者

天国内のルール遵守の徹底強化」を実施するとともに「路上・路外における荷

さばきスペースの確保」「歩行者天国内外における荷さばき車両総量の抑制」

を連携し、同時に進めていく（パッケージ化）必要があります。 

 

  中心市街地の基本戦略２ 貨物車が効率的に集配送する仕組みづくり 
 

・共同荷さばきスペースは、確保・整備されれば特定の時間帯において一定の利

用が期待されますが、現状の路外駐車場料金の相場では運輸事業者の支払い可

能額を超えており、また現在の経済状況の中で商業者が対応（準備）すること

も困難な状況にあります。 

・荷さばきスペースの継続的な運用を行うためには、必ず費用負担が必要となる

ことから全ての関係者が協働で負担していくことが望まれます。 

・特に、町田市中心市街地のように複数の商店会が存在する地域においては、そ

の代表となる新たな組織が受け持つことが重要であり、当初は行政主導で組織

づくりを行い、段階的に地域主導へ移行していくといった対応が必要です。 
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３．戦略目標実現のための戦略施策体系 

 

戦略目標実現のための戦略施策の体系を再整理すると、次の通りです。 

 

 
図 3-6 戦略施策の設定（戦略目標の設定から戦略施策設定に至る関係図） 
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第４章 施策展開方針と施策パッケージ 

 

１．全市的施策の施策展開方針と施策パッケージ 

（１）全市的施策の施策展開方針 

○○  町町田田市市ににおおけけるる「「幹幹線線支支線線シシスステテムム」」のの構構築築はは、、道道路路整整備備ををははじじめめととししたた環環境境

整整備備がが必必要要でであありり、、短短期期間間ででのの対対応応はは困困難難なな状状況況でですす。。  

○○  ここののたためめ、、既既存存スストトッッククをを有有効効活活用用ししななががらら、、将将来来のの構構築築（（完完成成））にに向向けけてて、、

段段階階的的（（前前期期・・後後期期））にに施施策策をを展展開開ししまますす。。 

 

○ 町田市の将来の公共交通ネットワークである「幹線支線システム」を導入して

いくためには、次のような課題を解決することが必要となります。 

・長期的な多摩都市モノレールの整備を見据えた上で、短・中期的な公共交通対

策として、既存道路を活用しながら、連節バスシステムの導入とバス路線網の

再編を図っていくことが必要。 

・幹線路線においては、高頻度運行や定時性・速達性を担保し、現在のバス車両

と比較して輸送能力の大きな車両を運行することが望ましい。 

・幹線支線システムの導入により、バス同士の乗り継ぎが発生することから、乗

り継ぐことによるバスの利便性を低下させないためのハード・ソフト施策を展

開することが必要。 

・現在生じているバス車両の集中による道路混雑や、ターミナル処理能力の飽和

等の課題を早期に解決することが必要であり、需要の多い地域を対象として、

輸送力の増強かつ効率化を進めていくことが必要。 

 

○ 以上の観点から、需要の多い地域における問題・課題に対して、既存ストック

を有効活用しながら先行的に解決し、同時に道路や「乗り継ぎ拠点」整備等のハ

ード施策を展開していく中で段階的に対応していくことが必要です。 

段階的な施策展開 
前期（２０１５年まで） 後期（２０２０年まで） 

  
図 4-1 戦略施策の段階的な展開方針 



－34－ 

（２）全市的施策の施策パッケージ 

 

設定した戦略施策については、全市的な基本戦略に基づき、ハード・ソフトの

各種施策をパッケージ化しながら展開していきます。 

 

「戦略施策の展開方針」 
 

  戦略施策１ 連節バスシステムの導入 
 

・町田バスセンターでの乗降処理問題への対応から、市民からのバス車内混雑

緩和への要望も高く、需要の多い地域へ「連節バス」を導入します。 

   ・導入に当たり必要となる停車空間や運賃収受方法等利用環境の整備を進め、

当該路線の定時性・速達性確保に向け各種取り組みも併せて実施します。 
 

  戦略施策２ バス路線網の再編 
 

・戦略施策１の施策内容を他地域へ展開し、バスの輸送力増強と効率的運行を

一層進め、長距離路線の分割をはじめとした路線網の見直しによる「幹線支

線システム」の実現を進めます。 

・これにあたり必要となるバス走行環境整備（道路整備を含む）や幹線と支線

との間の乗り継ぎにおける環境整備も併せて実施します。 
 

戦略施策 施策分類 
基本戦略１ 

バス路線網見直し

（駅アクセス等） 

基本戦略２ 
定時性・速達性 

の確保 

基本戦略３ 
公共交通利用 
環境の整備 

     

戦略施策１ 

連節バス 

システムの 

導入 

≪前期≫ 

ハード施策 

（施設整備・ 

車両導入） 

   

ソフト施策 

（その他施策） 

   

     

戦略施策２ 

バス路線網

の再編 

≪後期≫ 

ハード施策 

（施設整備・ 

車両導入） 

   

ソフト施策 

（その他施策） 

   

図 4-2 各戦略施策の施策パッケージ 

①連節バスの導入 
②町田駅前

通りの３

車線化に

よるバス

優先レー

ン導入 

③ＰＴＰＳ

の導入 

④連節バス停車空間

整備 

⑤車外運賃収受シス

テムの導入 

⑦長距離路

線分割等

路線の再

編 

⑥バス乗り場案内整

備 

⑧道路整備

に併せた

走行経路

の変更 

⑨バス走行空間確保に

向けた道路整備 

⑩幹線区間への

走行環境整備 

⑪乗り継ぎ拠点整備 

⑫乗り継ぎ運賃割引

制度の導入 



－35－ 

① 「戦略施策１ 連節バスシステムの導入」のパッケージ施策 

施策①：連節バスの導入 
バス路線網 
見直し（駅 

アクセス等） 

定時性・速達性 
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

○ 都内でも突出してバス乗降人員が多い町田駅においては、町田バスセンターのバ

スロータリーに約 1,200 台／12ｈのバスが流出入しており、そこでの端末処理

（バース処理）容量を超過しているために、交通流のネックが発生している。 

○ また、2008 年度に実施した市民ニーズ調査によると、町田駅の西側に当たる「山

崎・本町田」地区において、車内混雑改善の要望が多くなっていることから、輸送

力の増強と同時に効率化が求められている。 

○ そのため、町田バスセンターへの輸送力を増強しつつ、流出入車両削減に向けた

効率的運行を目指すために、「連節バス」を導入する。 
 
【連節バス導入イメージ】 

 

想定される

市内の導入

地域 

○ 町田バスセンター～山崎団地 
 （町 13・町 14 系統での導入） 

主な 

想定効果 
○ 輸送力の増強（４台導入で朝３％増、夕 10％増） 
○ 必要運行台数の削減（４台導入で朝 35％減、夕 40％減） 
○ 必要バース数の削減（４台導入で朝 15％減、夕 13％減） 
○ 輸送力の増強・効率化に伴う他路線系統輸送力向上 
○ 利用者総所要時間の短縮（１台あたり約１分の短縮） 

必要となる 

関連施策 

【必要施策】 
施策④ 連節バスの停車空間整備（バスベイの設置等） 
施策⑤ 車外運賃収受システムの検討（乗降時間短縮） 

【付帯施策】 
 施策② 町田駅前通りの３車線化によるバス優先レーン導入 
 施策③ ＰＴＰＳの導入（町田駅前通り） 

関係主体 ○ 町田市 
○ バス事業者 
○ 道路管理者 
○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね 20 年以内）
 

 
 

    検討・準備 運行（※ただし、幹線支線バスシステム展開時には運行路線等を見直し） 
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施策②：町田駅前通りの３車線化による

バス優先レーン導入 

バス路線網 
見直し（駅 

アクセス等） 

定時性・速達性 
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

○ 町田駅前通りは、幅員 16～20ｍの整備済みの都市計画道路である。このうち、

町田バスセンターから市民ホール付近までは幅員 20ｍ、以西が幅員 16ｍとな

っている。車線数は町田バスセンター～「森野交番前」交差点が３車線（交差点

付近は右折レーン確保で４車線）、「森野交番前」交差点以西は２車線となってい

る。 

○ 朝ピーク時を中心として各系統におけるバス運行本数が多いことから、主要な

バス走行経路となっている当該道路においては、バスの団子運行が発生してい

る。対向車両がいない場合などにおいては、停車しているバスを後続車両が追い

抜くことは可能であるが、対向車両接近時などにおいては後続車両も待機してお

り、停留所における乗降時間などによりバスが要因となる遅延も発生している。

○ そこで、乗用車とバスの錯綜による混雑の回避、及び円滑なバス走行環境の構

築による定時性・速達性の確保のために、３車線化により町田バスセンター方向

へのバス優先レーンを導入し、幅員 16ｍ区間でバス優先走行空間を確保する。

【３車線化によるバス優先レーン導入イメージ】 

 

想定される

市内の導入

地域 

○ 連節バス導入空間（町田駅前通り：「森野交番前」交差点～境川団地バス停直近
交差点間） 

主な 

想定効果 
○ 速達性の向上 
○ 定時性の確保 

必要となる 

関連施策 
【本施策の実施により効果増大となる施策】 
 施策① 連節バスの導入 

関係主体 ○ 町田市 
○ 道路管理者 
○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね 20 年以内）

  
  

  
 

 

検討・準備 導  入 
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施策③：ＰＴＰＳの導入（町田駅前通り） 
バス路線網 
見直し（駅 
アクセス等） 

定時性・速達性
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

○ ３車線化によるバス優先走行空間確保と併せて、ＰＴＰＳを導入することによ

り、バスの速達性を向上させ、定時性を確保する。 
 

【ＰＴＰＳ導入イメージ】 

想定される

市内の導入

地域 

○ 連節バス導入空間（町田駅前通り：「森野交番前」交差点～「境川団地北」交差
点間 等） 

主な 

想定効果 
○ 速達性の向上 
○ 定時性の確保 

必要となる 

関連施策 
【本施策の実施により効果増大となる施策】 
 施策① 連節バスの導入 

関係主体 ○ 町田市 
○ 道路管理者 
○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね 20 年以内）

  
  

 
  

検討・準備 導  入 
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施策④：連節バス停車空間整備 

施策⑤：車外運賃収受システムの導入 

バス路線網 
見直し（駅 

アクセス等） 

定時性・速達性 
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

○ 連節バスの導入に当たっては、走行空間・停車空間の整備が必要となる。この

うち、現在想定される区間（町田バスセンター～山崎団地）において、走行空間

については、支障をきたす恐れのある箇所は概ね見られないが、停車空間の整備

については検討が必要な箇所がある。 
 
■ 施策④：停車空間整備 
 ・町田バスセンターにおいては、現行バスの２バース分を連節バス用のバースに

することが必要となる。また、ロータリー内は走行可能であるものの、信号待
ちなどでバスが滞留しているときには、走行できないなどの問題が発生する。

 ・その他バス停のうち、「木曽入口バス停」においては、上下方向のどちらにも
バスベイを設置する必要がある。 

 
■ 施策⑤：車外運賃収受システムの導入 
 ・円滑な乗降を促進し、所要時間を短縮するためには、利用者数の多いバス停に

おいて車外での運賃収受を行うことによる対応が必要と考えられる。 
 ・該当バス停：町田バスセンター、山崎団地センター 

【連節バス導入に係るバス停関係整備イメージ】 

 

想定される

市内の導入

地域 

○ 連節バス導入経路上のバス停における停車空間確保 
  （特に、町田バスセンターのバース再編、木曽入口バス停のバスベイ設置） 
○ 利用の多いバス停における車外運賃収受システム導入 
  （特に、町田バスセンター、山崎団地センター） 

主な 

想定効果 

○ バスベイ設置による他の自動車交通への影響削減 
○ 乗降時間の短縮によるバス所要時間削減 
 （連節バスの定員１２８人を乗降させるのに、路線バス２台では約３分、連節バ

ス（乗降口３箇所使用）では約２分と短縮可能） 

必要となる 

関連施策 
【本施策の実施により効果増大となる施策】 
 施策① 連節バスの導入 

関係主体 ○ 町田市 
○ バス事業者 
○ 道路管理者 
○ 交通管理者 
○ 施設管理者（町田バスセンター、山崎団地センター） 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね 20 年以内）

 
 

 
    

 

乗り場④・⑤

乗り場②・③

町田バスセンターロータリー内にバス停を置

く場合は、現行の２バース分を連節バスバー

スとすることが必要 

②降車

進行方向車道

歩道

ラッチ（改札）を設ける

③係員が運賃収受①全扉開放

係員が運賃収受
（閑散時は運転手）

運賃は230円終点バス停

運賃後払い方式の場合、全扉開放で降車後

に、係員が運賃収受するよう、ラッチ等を

設けるシステムが考えられる（運賃先払い

の場合はその逆）。 

導  入 検討・準備 
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施策⑥：バス乗り場案内整備（町田駅） 
バス路線網 
見直し（駅 
アクセス等） 

定時性・速達性 
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

○ 町田駅には市内の路線バス網の約８割が集中しているが、方面別に発着場所が

大きく３箇所に分かれており、普段路線バスを利用しない市民や来訪者には、

バス路線、乗り場が複雑でわかりにくいものとなっている。そこで、バス利用

者の利便性向上を図るため、町田駅周辺のバス乗り場の位置案内（サイン等）

を整備し、合わせて人的な案内を行うなど、公共交通の利便性向上を通じた環

境と調和したまちづくりに必要な施策を実施する。 
 
○ バス乗り場における次便等案内情報の提供 
 ・バス停において利用者のバス待ち環境を改善するために、次便の運行時刻な

どを案内する「情報案内板」を設置する。 
 
○ バス乗り場、系統案内等を表示する総合案内システムの構築 
 ・町田バスセンター、町田ターミナル、町田駅３バス停から発車するバスの発

車時刻や行き先に応じた乗り場、停留所、主要施設へのバスでの行き方の案
内を行うシステムを導入する。 

 ・具体的な設置候補位置は、町田駅構内（小田急南北改札口前２箇所、ＪＲ改
札口付近１箇所）及び駅周辺中心市街地内の歩行者交通量の多い区間（ＪＲ
～小田急のペデストリアンデッキ上、歩行者天国区間、計２箇所）を対象と
する。 

  ※上記の実施に当たっては、バス事業者が既に導入している「バスロケーシ
ョンシステム」との連携を図ることが有効と考えられる。 

【バス停での情報案内イメージ】  【総合案内システム表示板イメージ】 

想定される

市内の導入

地域 

○ 町田駅構内、及び周辺の中心市街地 
  （中心市街地内では、特に歩行者交通量多い区間） 

主な 

想定効果 
○ バス利用者の利便性向上 
○ 中心市街地へ来訪する公共交通利用者の増加 

必要となる 

関連施策 
－ 

関係主体 ○ 町田市 
○ バス事業者 
○ 施設管理者（町田バスセンター、町田駅） 
○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
 

 
    検討・準備 導  入 
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② 「戦略施策２：バス路線網の再編」のパッケージ施策 

施策⑦：長距離路線分割等路線の再編 
バス路線網 
見直し（駅 

アクセス等） 

定時性・速達性 
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

○ 「幹線支線バスシステム」の確立に向けて、短期で導入する「連節バス」運行経

路及び周辺道路を走行する路線を中心に、より効率的なバス運行が可能となるよ

うな施策展開を実施する。 

○ 具体的には、遅延の伝播を防止し、定時性を確保できるよう、所要時間の長い「長

距離路線の分割」を含めた、「バス路線網の部分再編」を実施し、拠点におけるシ

ームレスな乗り継ぎを実現させた「幹線支線システム」を導入する。 

○ また、最寄駅と切り離された地域などを「支線バス」により運行するに当たって

は、「最寄り駅へのアクセス性」を重視しつつ、生活交通確保の観点からも、地域

の実態に即した交通手段の導入を検討し、事業者による努力のみでは対応できな

い場合は、市民との協働による公共交通サービス導入を推進する。なお、「支線バ

ス」には、現在運行されているコミュニティバスも含む。 
 

【幹線・支線システムのイメージ】 

  

想定される

市内の導入

地域 

○ 町田バスセンター～桜美林学園付近間 （※下記（）は主な目的地） 
 【分割検討対象路線：町 27（小山田）、町 29（淵野辺駅北口）、 

町 30・60（橋本駅北口）、町 32・34（小山田桜台）、 
町 26、38、39（野津田車庫） 等】 

主な 

想定効果 
○ 輸送力の増強 
○ 定時性の確保 

必要となる

関連施策 

【必要施策】 
施策⑪ 乗り継ぎ拠点整備 
施策⑫ 乗り継ぎ運賃割引制度の導入 

【付帯施策】 
 施策⑨ バス走行空間確保に向けた道路整備 

施策⑩ 幹線区間への走行環境整備 
   （走行経路における３車線化とＰＴＰＳの導入） 

関係主体 ○ 町田市 
○ バス事業者 
○ 道路管理者 ○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
    

 
 検討・準備 

これら施策との 

連動により、 

幹線区間へ 
「ＢＲＴ」を導入 
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施策⑧：道路整備に併せた走行経路 

の変更 

バス路線網 
見直し（駅 
アクセス等） 

定時性・速達性 
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

○ 町田駅周辺においては、町田駅前通り、町田街道、鎌倉街道などにおいて朝夕を

中心に渋滞が発生し、バスの定時性確保が困難となっている。 

○ また、2008 年度に実施した市民ニーズ調査によると、成瀬台地区居住者では「バ

スが時間通りに来ない」点に対する施策の重要度が市内でも最も高い傾向を示して

いる。これは、成瀬台から市役所前を経由し町田バスセンターとを結ぶ路線が、混

雑する鎌倉街道を経由していることによるものと考えられる。 

○ 上記の問題を抱えている中で、2015 年度までに都市計画道路「町 3・4・33」

が着手予定となっており、例えば、同路線整備後の活用により、町田バスセンター

までの距離が短縮され、所要時間が短縮されるほか、渋滞区間を回避することによ

り定時性を確保することが可能と考えられる。同様に、鎌倉街道を走行する藤の台

団地からの急行系統も経路変更することにより、所要時間短縮、定時性確保が可能

と考えられる。 

○ このように、都市計画道路の整備進捗状況にあわせて、付近の渋滞箇所を迂回す

る運行経路に変更し、定時性・速達性を向上させる。 

想定される

市内の導入

地域 

【導入が考えられる候補路線の一例】 
○ 町 42 （急行：町田バスセンター～藤の台団地） 
○ 町 76 （町田バスセンター～市役所前～成瀬台） 

 

主な 

想定効果 

○ 従前走行経路における交通負荷の軽減 
○ 走行経路変更路線における所要時間の短縮、定時性・速達性の確保 
○ 幹線路線（町田駅～桜台地区）走行バス台数の減少に伴う、幹線区間における所

要時間の短縮、定時性・速達性の確保 

必要となる 

関連施策 
【必要施策】 

施策⑨ バス走行空間確保に向けた道路整備 

関係主体 ○ 町田市 
○ バス事業者 
○ 道路管理者 
○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
    

 
 検討・準備 運  行 
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施策⑨：バス走行空間確保に向けた道

路整備 

バス路線網 
見直し（駅 

アクセス等） 

定時性・速達性 
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

○ バスの定時性確保・速達性向上に向けては、現在の道路網だけでは対応できない

地域もみられる。そこで、バスの走行空間を確保し、利用者の利便性を向上する

ために必要となる道路整備を実施する。 

○ また、長期施策にあげた「ＢＲＴ導入」に向けてはバスの専用走行空間の確保が

不可欠であり、そのために必要となる道路整備を進める。 

想定される

市内の導入

地域 

【前期】 
○ 中期施策展開に向けて必要となる道路の整備（2015 年度までに着手予定の

道路） 
【後期】 

○ 将来の多摩都市モノレール代替バス路線導入に向けて必要となる道路の整備
への着手 

 （町 3・3・36、町 3・4・11、町 3・4・22、町 3・4・32、町 3・4・
38、小山田～多摩市間の都市計画未決定区間 等） 

 
 

主な 

想定効果 
○ 道路混雑緩和に伴うバスの定時性・速達性の向上 
○ 市内自動車流動の円滑化（所要時間短縮、環境負荷軽減 等） 

必要となる 

関連施策 － 

関係主体 ○ 町田市 
○ 道路管理者 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
    

 
 

 

凡 例 

短期：2015 年度までに着手予定

中期：今後整備が必要な道路 

未都決区間の都市計画決定等 想定路線の道路着手・整備 
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施策⑩：幹線区間への走行環境整備 
バス路線網 
見直し（駅 

アクセス等） 

定時性・速達性 
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

■ バス走行環境の整備 
○ 幹線区間における定時性・速達性の向上に向けた取り組みが必要である。 
○ しかし、前期の連節バス導入区間（町田バスセンター～山崎団地センター間）

と同様に、後期にＢＲＴの導入を想定している区間・道路においても、２車線
区間がほとんどとなっていることから、定時性・速達性の向上に向けては、道
路構造の変更やＰＴＰＳなどの導入による走行環境整備が必要である。 

 
■ バス停車環境の整備 

○ 幹線導入想定箇所の一部バス停では、現在の大型バス車両のサイズに合わせた
「バスベイ」が設置されている。しかし、連節バスを導入した場合には、規格
があわないため、バスベイからのはみ出し等による、道路交通への影響が懸念
される。 

○ 交通負荷の軽減による定時性・速達性を向上させていくためには、既設バスベ
イの改修などが必要となる。 

 
【ＢＲＴ導入路線におけるバス専用レーン設置、ＰＴＰＳ導入イメージ】 

想定される

市内の導入

地域 

■ バス走行空間の改善 
 ○ 幹線路線走行空間（町田駅～桜台地区のうち町 3・3・36、町 3・4・11 等

の前期で未対応区間） 
■ バス停車環境の改善 
 ○ 想定バス停：境川団地中央バス停、小山田桜台付近のバス停 等 

主な 

想定効果 
○ 速達性の向上 
○ 定時性の確保 

必要となる 

関連施策 

【本施策の実施により効果増大となる施策】 
 施策① 連節バスの導入 
 施策⑦ 長距離路線分割等路線の再編（部分再編） 
 施策⑨ 道路整備に併せた走行経路の変更 

関係主体 ○ 町田市 
○ 道路管理者 ○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 
前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
    

 
 検討・準備 導  入 
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施策⑪：乗り継ぎ拠点整備 

施策⑫：乗り継ぎ運賃割引制度の導入 

バス路線網 
見直し（駅 

アクセス等） 

定時性・速達性 
の確保 

公共交通 
利用環境の 

整備 

施策の 

概要 

○ 「幹線・支線型バスシステム」の導入に当たっては、バス同士の乗り継ぎが生じ

ることから、利用者の利便性を低下させないようなシステム検討が必要となる。

そのために必要となる施設整備と利便性向上施策を展開する。 
 
■ 施設整備： 
 ・以下に示す候補地に乗り継ぎ拠点を整備する。整備に当たっては、「乗り継ぎ時

の徒歩距離短縮」、「バス待ち環境整備（上屋・ベンチ等の設置）」、「バス運行情
報案内板設置」、「他手段（自動車や自転車等）との連携に向けた駐車場・駐輪
場整備」、「その他必要となる施設整備」が必要である。 

■ 利便性向上施策： 
 ・現在、バスを乗るたびに徴収される「運賃」について、「乗り継ぎ運賃制度（一

回の乗り継ぎに限り割り引く方式）」や「ゾーン運賃制度（同一エリア内では均
一運賃とする方式）」などにより利用者の利便性が低下しないような施策が必要
である。 

 ・その他、幹線バスと支線バスとの連携による乗り継ぎ待ち時間の短縮、利用者
へのバス運行情報の提供（バスロケーションシステム）などが挙げられる。 

【乗り継ぎ拠点整備イメージ】 

 

 

想定される

市内の導入

地域 

○ 幹線・支線型バスシステム導入候補地：以下の条件に合致した箇所が候補地 
 ① 将来の多摩モノレールの駅設置予定地近辺 
 ② 需要の見込まれる（もしくは現在バス利用者数の多い）地域 
 ③ 町田駅方面等同一目的地への運行路線が交差、もしくは合流する地点近辺 
 ④ 複数のバス路線が交差する地点近辺 

 ⇒ 上記条件に合致する候補地案：「桜美林学園付近」「山崎団地センター付近」等

主な 

想定効果 
○ 円滑な乗り継ぎによる輸送力の増強、定時性の確保 
○ 利用者利便性低下の軽減 

必要となる 

関連施策 
【本施策の実施により効果増大となる施策】 

施策⑦ 長距離路線の分割等路線の再編 

関係主体 ○ 町田市 
○ バス事業者 
○ 関東運輸局（乗り継ぎ運賃割引の許認可 等） 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
    

 
 検討・準備・整備 導  入 
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（３）全市的な戦略施策の施策展開イメージ 

本市は、鉄道駅が市域の外縁部に位置していることから、バスが鉄道駅や中心市街地への移動のための重要な交通手段となっています。特に、町田駅はバスが集中し、利用者数も多く、都内

有数のバス拠点となっています。このようにバスが日常の生活・産業基盤の支えとなっていることから、総合的なバス対策を展開していきます。 

連節バスシステム（連節バスの導入に合わせて、車外運賃収受システムやバス優遇施策の実施）の導入【前期】については、町田駅～山崎団地間の連節バスの導入とそのための停車空間の整

備、走行性の向上を図ります。 

バス路線網の再編【後期】については、町田駅～桜台地区間のＢＲＴ化、桜台地区への乗り継ぎ拠点整備、バス利用環境整備を総合的に組合せながら、幹線支線系のバスネットワークを構築

し、運用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

現況  
戦略の展開『総合的な路線バス対策』  将来（交通マスタープランの公共交通施策の基本目標の実現） 

「だれもが公共交通を使って不便なく快適に移動できるまちにする」 前期（２０１５年まで） 後期（２０２０年まで）  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

≪前期：連節バス導入とそれに伴う環境整備≫ 
 ・町田駅～山崎団地間における連節バスの導入 
 ・連節バス停車空間の整備（町田駅）、車外運賃収受システムの導入 等 
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【連節バス運行計画（案）】 
○運行系統 ：町 13・町 14（急行） 
○運行区間 ：町田バスセンター～山崎団地 
○運行時間帯：朝ラッシュ時（駅方向）、 

夕ラッシュ時（山崎団地方向） 
○導入台数 ：４台 
○運行本数 ：朝ラッシュ時（うち 7 時台）  6 本、

夕ラッシュ時（うち 19 時台）6 本 
○主な効果 ：輸送力増強 

（４台導入で朝３％増、夕 10％増） 

必要運行台数、必要バース数削減 等 

≪後期：バス路線網の再編と乗り継ぎシステムの構築≫ 
 ・バス路線網の再編、町田駅⇔桜台地区間のＢＲＴ化 
 ・幹線支線バスシステム導入に向けた拠点整備 等 

 

▲拠点整備イメージ（下図は、徳島とくとくターミナルの事例） 

【バス路線網の再編計画（案）】 
○主な再編系統：町 27（町田駅⇔小山田間）、町 30（町

田駅⇔橋本駅北口間）、町 32・町 34（町田駅⇔小山田

桜台間）、町 38・町 39（町田駅⇔野津田車庫間）等 

 （町田駅⇔拠点間を「幹線」、拠点⇔各起終点を「支線」）

○町 32（町田駅⇔小山田桜台間）への連節バス導入と走

行環境整備によるＢＲＴ化 

【乗り継ぎ拠点整備計画（案）】 
○拠点整備場所：桜美林学園付近 

○整備機能  ：バス乗降・待機・転回スペース 

        バス待合スペース（上屋・ﾍﾞﾝﾁ等設置）

        駐輪場、送迎用車両停車 等 

≪前期：既存道路空間での定時性・速達性を確保≫ 
 ・町田駅前通りへのバス優遇施策（バス優先レーン確保・道路改良、ＰＴ

ＰＳ等）の実施の導入 

 

▲町田駅前通りへのバスレーン設置イメージ 

≪前期：バス利用環境の整備≫ 
 ・町田駅における乗り場・運行情報案内システムの導入 等 

 
▲総合案内システムイメージ ▲バス乗り場案内イメージ 

 

≪後期：都計道 3・3・36 を整備した上で、定時性・速達性を 
確保（対象区間の拡大）≫ 

・ＢＲＴ導入路線における連節バス導入、バス専用レーン設置、

ＰＴＰＳ導入 等 

 

▲ＢＲＴ導入路線における定時性・速達性確保イメージ 
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（４）全市的な戦略施策の事業プログラム 

 

全市的な戦略施策については、下表に示すスケジュールに基づき展開します。 

 

戦略施策 
基本戦略 

との対応 
施  策 

導入時期（案） 

概ね 5 年 概ね 10 年 

【戦略施策１】 
連節バス 
システムの 

導入 
《前期》 

バス路線網の見

直し（駅アクセ

ス強化等） 
①連節バスの導入 

 
 

定時性・速達性

の確保 

②町田駅前通りの３車線化に 
よるバス優先レーン導入 

 
 

③ＰＴＰＳの導入 
（町田駅前通り） 

 
 

公共交通利用 
環境の整備 

④連節バス停車空間整備 
 

 

 
⑤車外運賃収受システムの 
導入 

 
 

⑥バス乗り場案内整備 
（町田駅） 

 
 

【戦略施策２】 
バス路線網の

再編 
《後期》 

バス路線網の 
見直し（駅アク

セス強化等） 

⑦長距離路線の分割等路線の 
再編 

  

⑧道路整備にあわせた走行 
経路の変更 

  

定時性・ 
速達性の 

確保 

⑨バス走行空間確保に向けた 
道路整備 

 
 

⑩幹線区間への走行環境整備 
  

公共交通利用 
環境の整備 

⑪乗り継ぎ拠点整備 
  

⑫乗り継ぎ運賃割引制度の導入 
  

          

  ：検討・準備・整備期間       ：施策展開・導入   

 

図 4-3 全市的な戦略施策の事業プログラム 
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２．中心市街地施策の施策展開方針と施策パッケージ 

 

（１）中心市街地施策の施策展開方針 

 

○ 交通マスタープランの歩行者優先エリアは、特に商業が集積し、歩行者が回遊

していることから、このエリアを『交通対策重点エリア』として、総合的な物

流貨物車対策を展開していきます。 

○○  町町田田市市中中心心市市街街地地ににおおけけるる将将来来像像「「中中心心市市街街地地にに訪訪れれるるだだれれももがが回回遊遊ししてて楽楽しし

めめるるままちちににすするる」」をを実実現現すするるたためめ、、歩歩行行者者天天国国内内やや原原町町田田大大通通りりななどどでで駐駐車車しし

てていいるる車車両両のの半半数数以以上上をを占占めめるる荷荷ささばばきき駐駐車車のの改改善善をを段段階階的的にに実実施施ししまますす。。  

○○  荷荷ささばばきき駐駐車車のの改改善善はは、、荷荷ささばばきき車車両両のの取取りり組組みみ以以上上にに、、地地元元ととのの協協力力関関係係のの

構構築築がが重重要要でですす。。そそののたためめ、、地地域域主主導導型型組組織織をを設設立立しし、、ロローーカカルルルルーールルのの策策定定

にに向向けけたた取取りり組組みみをを実実施施ししまますす。。 

 

○ 町田駅周辺の中心市街地では、歩行者天国等への貨物車の進入が歩行者の安

全・快適な通行の妨げとなっています。交通マスタープランの歩行者優先エリア

は、特に商業が集積し、歩行者が回遊していることから、このエリアを『交通対

策重点エリア（約 20ha）』として、総合的な物流貨物車対策を展開していきます。 

 

 ○ 町田市中心市街地の将来像である「中心市街地に訪れるだれもが回遊して楽し

めるまちにする」を実現していくためには、次のような方針で改善策を実施して

いく必要があります。 

 

・現状のルールの中で、歩行者天国内における歩行者と自動車・自転車の錯綜を

改善していく（歩行者天国内のルール遵守の徹底強化） 

・歩行者天国内も含め違法に路上荷さばき駐車を行っている車両の受け皿を確保

していく（路外・路上における荷さばきスペースの確保） 

・確保した荷さばきスペースが利用されるように案内や誘導を実施していく（荷

さばきスペースの案内・誘導） 

・確保した荷さばきスペースが継続的に利用されるように、運用組織の設立やル

ールの策定を実施していく（荷さばきスペースの運用ルールの構築） 

・現状のルールで限界があれば、新しいルールを策定し、運用していく組織の設

立の支援を行う（地域主導型組織の設立とローカルルールの策定・運用） 
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（２）中心市街地施策の施策パッケージ 

 

町田市の中心市街地では、歩行者天国が実施され、歩行者が安心して、安全に

歩行できる空間が確保されています。しかし、歩行者天国内では、買物の自転車

が縦横無尽に走行していたり、商店などに納品するために、多くの荷さばき車両

が駐車しています。特に荷さばき車両は、歩行者天国以外の道路でも駐車車両の

６割を占めており、荷さばき車両が中心市街地の戦略目標を達成するための大き

な課題となっています。 

 

「戦略施策の展開方針」 
 

  戦略施策１ 総合的な荷さばき駐車対策 
 

■ 歩行者天国内のルール遵守の徹底強化 
 

  ・歩行者天国内は車両の進入が禁止されている区間です。しかし、地元の自動車

利用の利便性を確保する仕組みとして「通行許可」制度があり、この許可証を

所有していれば、合法的に歩行者天国内に車両を進入することができます。ま

た、歩行者天国の主要な出入口には、移動可能な大型なバリケードがあります

が、自由に動かすことができることから、通行許可証を持たない車両でも無秩

序に歩行者天国内に流入している状況です。 

  ・そのため、「通行許可証」を持たない車両の流入抑止のための方策や仕組みの

構築が必要です。 

・自転車については、歩行者天国内は押し歩きが原則であり、駐車禁止ですが、

ほとんどの自転車はルールを守っていません。 

  ・そのため、ルールの認知度向上を図ると共に、ルールの遵守の徹底を図ること

が必要です。 
 

■ 路外・路上における荷さばきスペースの確保 
 
・歩行者天国区間などの荷さばき駐車に対応するため、共同荷さばき駐車場（ぽ

っぽ町田）が整備され、駅前通りの一部区間では、時間帯指定での路上駐車禁

止解除が行われています。しかし、ほとんどの荷さばきは人力によるため、運

搬できる距離には限界があり、既存の荷さばきスペースだけでは、交通対策重

点エリア全体をカバーできません。 

  ・そのため、荷さばき駐車が合法的にできる荷さばきスペースを確保することが

重要となります。具体的には既存の駐車場を利用する方法と路上空間を利用す

る方法があります。 

  ・既存の駐車場を利用する場合、乗用車用のスペースに貨物車が駐車できるよう

に設備を改造する必要があります。 

  ・路上空間を利用する場合、道路交通法における駐車禁止区間の設定方法や歩行

者も含め他の交通が安全に通行できる場所を選定する必要があります。 



 －49－ 

■ 荷さばきスペースの案内・誘導 
 

  ・荷さばき駐車を行う車両は、毎日定常的に納品する車両もあれば、その時だけ

納品に来る車両などがあります。そのため、中心市街地に荷さばきスペースが

あることが分からない車両も多くいます。また、2009 年に実施された社会実験

においても、業界団体や地元商店にＰＲを行っても、荷さばき駐車施設利用者

の半数以上が荷さばきスペースを認知していませんでした。稼働後７年近く経

過したぽっぽ町田の共同荷さばきスペースについても、まだ中心市街地に納品

に来る車両全体からの認知度は低い状況です。 

  ・確保した荷さばきスペースの機能を十分に発揮するためにも、荷さばきスペー

スの案内・誘導を行う必要があります。 

 

■ 荷さばきスペースの運用ルールの構築 
 

  ・確保した荷さばきスペースを継続的に有効に利用していくためには、関係者が

協力しやすい体制を整える必要があります。 

・路外の駐車場を荷さばきスペースとして活用する際は、荷さばきスペースを利

用する際の事業者の料金負担、駐車場事業者が荷さばき車両を受け入れる場合

の採算性を考慮する必要があります。また、路上荷さばきスペースの設置の際

は、設置者が交通管理者になることが予想され、料金設定の自由度が低いとい

った課題が想定されます。 

・現在、実質無料で運用している「ぽっぽ町田」を含め、ある程度統一的な料金

でかつ、関係者間で継続的に運用可能な役割分担を明確にしていくことが必要

です。そのためには、料金設定や料金収受の管理ができる運用組織の設立やそ

の仕組みの構築が必要です。 

 

  戦略施策２ 地域主導型組織によるローカルルール策定・運用 

 

・現状のルールの中で、例えば「通行許可証」は、物流に関する車両であれば、

申請を行えば全ての車両に発行されています。そのため、制限なく「通行許可

証」が発行されると、歩行者天国時間帯の自動車流入抑止による適正化や荷さ

ばきスペースの確保を行っても、歩行者天国内への荷さばき車両の流入が減ら

ないといった状況も考えられます。 

・歩行者天国の機能は、地元が主体となって維持管理していく必要があります。

そのため、以上のような取り組みを適切に実施していくためには、地域主導に

よる運用組織の設立やローカルルールの策定・運用が必要となります。 
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戦略施策 
施策 
分類 

基本戦略１ 
回遊性の高い快適な 
歩行空間の確保 

基本戦略２ 
貨物車が効率的に集配送 

する仕組みづくり 
    

戦略施策１ 

総合的な荷さば

き駐車対策 

 

ハード 

施策 

 

  

ソフト 

施策 

  

    
戦略施策２ 

地域主導型 

組織による 

ローカルルール 

策定・運用 

ソフト 

施策 

 

  

図 4-4 各戦略施策の施策パッケージ 

 

戦略の展開 

凡　　例
   荷さばき駐車場荷

八王子
方面

相模大野　　　　
藤　沢　　方面
小田原　　　　　

町田駅

荷

荷
荷

鶴　川
新　宿

方面

コインパーキング
等を利用した荷さ

ばき駐車施設

路上荷さば
き駐車施設

歩行者天国
ルールの遵守

横持ち搬送
の共同配送

成　瀬　 　　
長津田 方面
横　浜　 　　

荷

交通対策重点エリア（約20ha）
（＝交通マスタープランの

歩行者優先エリア）

 

図 4-5 戦略施策の展開方針 

①歩行者天国ルールの遵守 

②路外荷さばき

スペースの確

保 

④荷さばき

スペース

の案内・

誘導 

③路上荷さばき

スペースの確

保 

⑤横持ち

搬送の

支援 

⑦地域主導型組織の設立運営 

⑧ローカルルールの策定・運用 

⑥共同配

送の導

入 

横持ち搬送：貨物車の駐車場所から目的地まで、台車など人手で輸送を行うこと。 
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① 「戦略施策１：総合的な荷さばき駐車対策」のパッケージ施策 

施策①：歩行者天国内ルールの遵守 回遊性の高い快適な歩行
空間の確保 

貨物車が効率的に集配送
する仕組みづくり 

施策の 

概要 

○ 歩行者天国内の回遊性の高い快適な歩行空間の確保を図るため、歩行者天国

区間の入口において、ルール違反の車両の流入を阻止する。 

【社会実験での歩行者天国ルールの遵守方法】 

○社会実験では、歩行者天国区間の入口にガードマンを配して、ルール違反をし

ている車両の通行阻止を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

【実施イメージ】 

○社会実験同様、人的配置により、歩行者天国ルールを遵守させるほか、動かし

にくいボラードの設置などにより、歩行者天国ルールの遵守を図る。また、歩

行者天国区間における自転車走行ルールの徹底を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    <油圧式自動ボラード> 

出典）シー・ティ・マシン㈱ＨＰ等参照 

 

想定される 
導入箇所 

○ 中央通り（小田急踏切前、原町田大通）駆け足通り（ジョルナ横、マツモト
キヨシ横、マクドナルドの五差路） 

主な 

想定効果 

○ 歩行者数の増加 
○ 来街者の滞在時間の増加 
○ 歩行者天国内駐車貨物車数の減少 

必要となる

関連施策 
【関連施策】 

施策②,③ 荷さばきスペースの確保（共同荷さばき駐車施設からの横持ち動線の支
援） 

施策⑧ ローカルルールの策定・運用（歩行者天国区間・時間の拡大・縮小の
検討） 

・ 歩行者天国内外における違法進入・駐車取締りの強化 

関係主体 
○ 町田市 
○ 商店会・商工関係者 
○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
 

  
   

 

運用 計画・準備  試行 
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荷さばきスペースの確保 

戦略②：路外荷さばきスペースの確保 

戦略③：路上荷さばきスペースの確保 

回遊性の高い快適な 
歩行空間の確保 

貨物車が効率的に集配送する
仕組みづくり  

施策の 

概要 

○ 荷さばき駐車が安心してできる場所を中心市街地の適地に確保する。 

○ 町田市中心市街地の場合、先行事例（ぽっぽ町田）の利用状況から、平均約 100ｍの横持ち搬送は可能と見られ、それらを考慮した施設配置が重要となる。 

○ 路外の既存駐車場（コインパーキングなど）で荷さばきスペースに転用可能な場所、路上の既存駐車スペース（バスベイやタクシーベイ、駐車禁止解除、パーキングメータなど）で荷さばきスペースに転

用可能な場所、時間を限定して荷さばきスペースとして利用可能な場所などの方策により、荷さばきスペースの確保を図る。 

１）路外荷さばき施設の設置（既存駐車場の利用） 

２）路上荷さばきスペースの設置（トラックベイやパーキングメータ） 

３）駐車禁止解除 

４）路上空間利用のタイムシェアリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 荷さばき駐車施設の配置イメージ 

想定される

導入箇所 

○ 路外荷さばきスペース：ＦＰ第２駐車場、フジパーク、原町田第４、原町田４丁目
駐車場 

○ 路上荷さばきスペース：原町田大通り（バス停移設後の空間、都道部分など） 

 

主な 

想定効果 
○ 違法な路上荷さばき駐車台数の減少 
○ 歩行者の安全性の向上 
○ 自動車交通の円滑性の向上 

関係主体 

○ 町田市 
○ 交通管理者                
○ 道路管理者 
○ 運輸事業者 

必要となる

関連施策 

【関連施策】 
施策① 歩行者天国ルールの遵守 
・歩行者天国内外における違法進入・駐車取締りの強化 
・バスの乗降場所の変更 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
 

 
 

 
 

 

原町田六丁目付近原町田六丁目付近

ぽっぽ町田ぽっぽ町田

計画・準備 運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島市の荷さばきベイ 

【駐車禁止解除】 
（駅前通りで実施中） 【路上荷さばきスペースの設置例】 

【路外荷さばき施設の設置例】 
（2009 年社会実験） 

【路上空間利用のタイムシェアリング例】 

荷さばき時間帯歩行者専用時間帯荷さばき時間帯運用

荷さばきのみ駐車禁
止解除

駐車禁止荷さばきのみ駐車禁
止解除

駐車の規制

なし車両進入禁止なし車両の通行の
規制

19～24時11～19時0～11時時間帯

荷さばき時間帯歩行者専用時間帯荷さばき時間帯運用

荷さばきのみ駐車禁
止解除

駐車禁止荷さばきのみ駐車禁
止解除

駐車の規制

なし車両進入禁止なし車両の通行の
規制

19～24時11～19時0～11時時間帯
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施策④：荷さばきスペースの 

案内・誘導 
回遊性の高い快適な歩行
空間の確保 

貨物車が効率的に集配送
する仕組みづくり 

施策の 

概要 

○ 荷さばきスペースの認知度が低いため、整備しても利用されない場合がある。

○ インターネットやカーナビ情報に荷さばきスペースの位置の情報提供を行っ

たり、道路端で看板などにより荷さばきスペースの位置を案内する。 

○ s-park への登録を行う。 

○ 原町田大通り上や歩行者天国入口において案内する。 

 

【s-park における荷さばきスペースの案内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：s-park ホームページの画像に駐車場マークを加筆

 

注）s-park: 都内全域の駐車場位置情報や駐車料金、営業時間、車両制限等のパーキング情報、町田駅周

辺等の主要繁華街を中心に満車・空車情報をリアルタイムで提供するシステム。 
想定される

導入箇所 
○ 中心市街地の全域 

主な 

想定効果 
○ 路上荷さばき駐車台数の減少 
○ 渋滞の減少 

必要となる

関連施策 

【付帯施策】 
施策② 路上荷さばきスペースの確保 
施策③ 路外荷さばきスペースの確保 

関係主体 ○ 町田市 
○ 財団法人東京都道路整備保全公社 
○ 交通管理者 
○ 道路管理者 

施策導入 

時期（案） 
前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
  

 
 

 
 

 

  ＰＰ
 ＰＰ

 ＰＰ

 ＰＰ

 ＰＰ
 ＰＰ

 ＰＰ

 ＰＰ

計画・準備 運用 
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施策⑤：横持ち搬送の支援 回遊性の高い快適な歩行
空間の確保 

貨物車が効率的に集配送
する仕組みづくり 

施策の 

概要 

○ 荷さばきスペースに、長くなる横持ち搬送を支援するために、電動カートや

電動台車等の貸出を行う。 

 

【2002 年に実施された社会実験の際の電動台車】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・一度に大量の荷物を輸送できるため、長い距離までの横持ち搬送も可能とな

る。 

 ・中心市街地の外側にあるコインパーキングからでも歩行者天国内の店舗まで

横持ち搬送ができるようになることから、路外荷さばきスペースの活用に資

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定される

導入箇所 
○ 路外荷さばきスペース 

主な 

想定効果 

○ 路上荷さばき駐車台数の減少 
○ 路上荷さばき駐車時間の短縮（荷さばき駐車場の回転率の向上） 
○ 歩行者と横持ち搬送の錯綜の減少 

必要となる

関連施策 

【付帯施策】 
施策② 路外荷さばきスペースの確保 

 施策⑦ 地域主導型組織の設立・運営 
施策⑧ ローカルルールの策定・運用 
・ 電動カート等の購入・管理 

関係主体 ○ 町田市 
○ 町田まちづくり公社 
○ 商店会・商工関係者 
○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 
前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

  
   

 
 

○○商店 

横持ち搬送可能

な距離が伸びる 

××商店 

計画・準備 運用 
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施策⑥：共同配送の導入 回遊性の高い快適な歩行
空間の確保 

貨物車が効率的に集配送
する仕組みづくり 

施策の 

概要 

○ 既存の共同荷さばき施設である「ぽっぽ町田」などを基点として、電動カー

ト等の活用して共同配送を行う。 

○ ぽっぽ町田に関しては、買い物商品をぽっぽ町田まで運搬するサービス等に

ついても実現可能性を検討する。 

○ なお、導入に当たっては、貨物車台数だけではなく扱う物資量を把握した上

で実現可能性を検証し、出荷時間の調整等のルール策定も合わせて検討して

いく。 

○ また、現在、百貨店などの大型店舗で導入が進んでいる、共同荷受け（館内

共同配送）については、今後も引き続き推進していく。 

【2002 年に実施された社会実験の際の共同配送イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定される

導入箇所 
○ ぽっぽ町田等（共同荷さばき駐車場） 

主な 

想定効果 
○ 路上荷さばき駐車時間の短縮（荷さばき駐車場の回転率の向上） 
○ 歩行者と横持ち搬送の錯綜の減少 

必要となる

関連施策 

【付帯施策】 
施策② 路外荷さばきスペースの確保 

 施策⑦ 地域主導型組織の設立・運営 
施策⑧ ローカルルールの策定・運用 

関係主体 ○ 町田市 
○ 町田まちづくり公社 
○ 商店会・商工関係者 
○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 
前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
  

 
 

  

 

計画・準備 運用 

ぽ
っ
ぽ
町
田 

等 

出荷元 

出荷元 

出荷元 

出荷元 

出荷元 

納品先 

店舗 

店舗 

店舗 

店舗 

納品物の共同配送 

買物商品の駐車場 

までの運搬サービス 
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② 「戦略施策２：地域主導型組織によるローカルール策定・運用」のパッケージ施策 

施策⑦：地域主導型組織の 

設立・運営 
回遊性の高い快適な歩行
空間の確保 

貨物車が効率的に集配送
する仕組みづくり 

施策の 

概要 

○荷さばきスペースの運用をはじめ、中心市街地での様々な交通対策に関連し

て、地元の意見を集約し、円滑な運用を行うための組織。 

○現在、組織的な運用がなされている中対協（中央地区商業振興対策協議会）や

まちづくり公社などを核として組織化する。 

○ルールづくりにおける司会進行や資料提供、専門的なアドバイスなどができる

コンサルタントの派遣を行う。 

○市はコンサルタントを介し、地元意見を反映した地域ルール化の手助けを行

う。また、法律やまちづくりの専門家からなる専門委員会を設置して、全体チ

ェックを行う。問題がなければ、市に対しルールの認定を促し、市では地域ル

ールが円滑に実施されるよう組織と連携し実行の手助けを行う。 

 

  【地域主導型組織の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）千代田区：大丸有地区を例に作成

想定される

導入箇所 
○ 中心市街地 

主な 
想定効果 

○ 歩行者天国内の路上駐車台数の減少 

必要となる

関連施策 

【関連施策】 
施策① 歩行者天国内ルールの遵守 

（歩行者天国時間帯の自動車流入抑止による適正化） 

関係主体 ○ 商店会・商工関係者 ○ 町田まちづくり公社 
○ 駐車場事業者  ○ 運輸事業者  ○ 交通事業者 
○ 町田市  ○ 交通管理者  等 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

 
    

 
 

〈町田中心市街地交通対策協議会(仮称)〉 

〈会長〉○○○ 

〈会員〉中対協及び中対協以外の関係商店会、

町田まちづくり公社、大規模小売

業事業者、駐車場事業者、トラッ

ク協会、交通事業者、市民代表 等 

〈特別会員〉町田市、警視庁 

⇒地域ルール案の策定・見直し 

⇒地域ルールの運用 

町田市 

〈町田中心市街地地域ルール策定

専門委員会〉 

〈会長〉学識経験者 

〈会員〉町田中心市街地交通対

策協議会代表、町田

市、警視庁、市民代表 

⇒専門的立場からルールのチ

ェック 

コンサルタントの派遣 

ルール見直しの要望 

ルールの提案 

見直しの要望 

認定 設置 

運用 計画・準備 
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施策⑧： 
ローカルルールの策定・運用 

回遊性の高い快適な歩行
空間の確保 

貨物車が効率的に集配送
する仕組みづくり 

施策の 

概要 

○荷さばきスペースの確保が進んでも、利用が進まなければ路上荷さばき駐車の

減少は進まない。このように施設整備が進んでも、制度的な面での基盤が整備

されなければ、継続的な施策の運用ができず、効果を十分に発揮できなくなる。

○ローカルルールの策定・運用方法として、次のようなものが想定される。 

・歩行者天国内の通行許可制度見直し 

  → 歩行者天国内に流入する車両を抑制するため、現在の通行許可証の発行

基準について、地元発意のもと新しい基準（歩行者天国内の通行許可につ

いて自前の荷さばきスペースを保有する商業主への優遇等）の設定。 

・歩行者天国の運用ルール見直し（エリア・時間帯の拡大など） 

  → 歩行者天国の運用について地元発意のもと新しいルール（歩行者天国区

間の拡大や時間帯の延長など）のルール構築。 

 ・自動車の通行・駐車ルール構築 

  → 歩行者の回遊性確保のための自動車利用の自粛要請やコスト負担のあり方

（路外駐車場料金の値上げや買物割引や荷さばき割引等の適用等）の検討 

・自転車の通行・駐車ルール構築 

  → 歩行者天国内での自転車の押し歩きルールの遵守や路上での自転車の駐

車禁止を徹底した上で、既存自転車等駐車場の空きスペースへの誘導や余

裕のある道路空間の一部を駐車施設として活用するなどのルール構築。 

 ・商品・看板等の陳列ルール構築 

  → 歩行者天国内で歩行者の通行を阻害している商品・看板等のはみ出し陳

列について、店舗から一定距離までに限定するなどのルール構築。 

・荷さばきスペースの運用ルール構築 

  → 吉祥寺方式（商店会、運輸事業者、市役所の役割分担による駐車料金の

負担や横持ちシステムの構築）、共通駐車券（地域内の駐車場を共通条件

で利用可能とするシステムの構築）などのルール構築。 

 

 

 

 

 

 

想定される

導入箇所 
○ 中心市街地 

主な 

想定効果 

○ 歩行者数の増加 
○ 来街者の滞在時間の増加 
○ 歩行者天国内駐車貨物車数の減少 

必要となる

関連施策 

【関連施策】 
施策① 歩行者天国内ルールの遵守 
施策②, ③ 路外・路上荷さばきスペースの確保 
施策⑦ 地域主導型組織の設立・運営 

関係主体 ○ 商店会・商工関係者 ○ 町田まちづくり公社 
○ 町田市     ○ 交通管理者 

施策導入 

時期（案） 

前期（概ね５年以内） 後期（５～10 年以内） （参考）将来（概ね20年以内）

       

ルール 

遵守後 
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（３）中心市街地の戦略施策の施策展開イメージ 

町田駅周辺の中心市街地では、歩行者天国等への貨物車の進入が歩行者の安全・快適な通行の妨げとなっています。交通マスタープランの歩行者優先エリアは、特に商業が集積し、歩行者が

回遊していることから、このエリアを『交通対策重点エリア（約 20ha）』として、総合的な物流貨物車対策を展開していきます。 

総合的な荷さばき駐車対策として、コインパーキング等を利用した路外荷さばき駐車施設の確保、道路空間を利用した路上荷さばき駐車施設の確保を図ります。 

地域主導型組織によるローカルルールの策定では、歩行者天国ルールや荷さばき施設利用ルール（共同荷さばき駐車場（ぽっぽ町田）の有効活用を含む）等を検討し、運用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現  況 

 

戦略の展開（概ね 10 年以内（2020 年）） 

『総合的な物流貨物車対策』 

 

 

将来（中心市街地交通施策の基本目標の実現） 

「だれもが中心市街地へ訪れやすく、回遊して楽しめるようにする」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：町田市交通マスタープランより 

 

 

凡　　例
   荷さばき駐車場荷

八王子
方面

相模大野　　　　
藤　沢　　方面
小田原　　　　　

町田駅

荷

荷
荷

鶴　川
新　宿

方面

コインパーキング
等を利用した荷さ

ばき駐車施設

路上荷さば
き駐車施設

歩行者天国
ルールの遵守

横持ち搬送
の共同配送

成　瀬　 　　
長津田 方面
横　浜　 　　

荷

交通対策重点エリア（約20ha）
（＝交通マスタープランの

歩行者優先エリア）

《コインパーキング等を利用した路外荷さばき駐車施設の確保》 
・社会実験実施対象駐車場（原町田６丁

目付近、原町田４丁目付近）を荷さば

き貨物車が利用可能な駐車場として設

備の更新、料金設定、利用ルールを決

定 

・横持ち搬送を支援する方策として、電

動カートなどの導入可能性を検討 
 

2009 年社会実験 

《歩行者天国内ルールの遵守》 
・地域主導型組織の設立・運営 

・警備員やその他物理的な装置等により、歩行者天国内に

流入するルール違反の車両の通行を阻止 

・商店街のルールとして、荷さばき方法や車両通行に関す

る取り決め 

・適切な自転車通行（押し歩き）や駐車の仕方の徹底 

・商品・看板等の陳列ルールの構築 等 
 

《横持ち搬送の共同配送》 
・既存の共同荷捌き施設であるぽ

っぽ町田などを起点として、電

動カート等を活用して横持ち

搬送の共同配送を実施 

・ぽっぽ町田については、買い物

商品をぽっぽ町田まで運搬す

るサービス等についても検討 
 

横持ち搬送の共同配送（2002 社会実験） 

凡　　例

歩行者の流動方向

自動車の流動方向

公共交通の流動方向

立　　　川
多摩センター

成　瀬　 　　
長津田 方面
横　浜　 　　

淵野辺　 　　
相模原 方面
八王子　　　

交通マスタープランの
中心市街地エリア

公共交通の結節点

歩行者優先区間

方面

鶴川
方面

鶴　川
新　宿方面

相模大野　　　　
藤　沢　　方面
小田原　　　　　

成　瀬
南町田

方面

P    駐車場及び荷さばき場

P
P

P

P
P

P

交通マスタープランの
歩行者優先エリア

町田駅

一括納品や共同荷受けを
実施している大型商業施設

《路上荷さばき駐車施設の確保》 
・原町田大通りにおける路上荷さばき駐車施設の設置 

・トラックベイによる荷さばきスペースの確保 

・荷さばき用（貨物車用）パーキングメータの設置 等 

 

 

 
 

▲路上荷さばき駐車施設の確保のイメージ ▲歩行者天国区間でのルール遵守イメージ 

凡　　例
一括納品や共同荷受けを実
施している大型商業施設

   荷さばき駐車場荷

成　瀬　 　　
長津田 方面
横　浜　 　　

歩行者優先区間

八王子
方面

鶴　川
新　宿

方面

相模大野　　　　
藤　沢　　方面
小田原　　　　　

町田駅

共同荷受け
(館内共配）

共同荷さばき
駐車場

駐車禁止の
一時解除（9～11)

荷

歩行者優先エリア
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（４）中心市街地戦略施策の事業プログラム 

 

中心市街地戦略施策については、下表に示すスケジュールに基づき展開します。 

 

戦略施策 
基本戦略 

との対応 
施  策 

導入時期（案） 

概ね 5 年 概ね 10 年 

【戦略施策１】 
総合的な 

荷さばき駐車 
対策 

回遊性の高い 
快適な歩行空間 

の確保 

①歩行者天国内ルールの遵守  
 

貨物車が効率的 
に集配送する 
仕組みづくり 

②路外荷さばきスペースの確保 
 

 

③路上荷さばきスペースの確保 
 

 

④荷さばきスペースの 
案内・誘導 

 
 

 
⑤横持ち搬送の支援  

 

⑥共同配送の導入 
 

 

【戦略施策２】 
地域主導型 
組織による 

ローカルール

策定・運用 

回遊性の高い 
快適な歩行空間 

の確保 
 

⑦地域主導型組織の設立・ 
運営 

 
 

⑧ローカルルールの 
策定・運用 

  

 

歩行者天国の通行許可制

度見直し 
  

歩行者天国の運用ルール

見直し 
 

 

自転車の通行・駐車 
ルール構築 

 
 

商品・看板等の陳列 
ルール構築 

  

貨物車が効率的 
に集配送する 
仕組みづくり 

 

 
荷さばきスペースの運用 
ルール構築 

  

          

  ：検討・準備・整備期間     ：試行期間      ：施策展開・導入   

 

図 4-6 中心市街地の戦略施策の事業プログラム 
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第５章 町田市都市・地域総合交通戦略の実現に向けて 

 

１．目標値の設定 

 

施策導入による達成度検証のための評価指標と目標値を次のように定めます。 

 

戦略目標 評価指標 現況値 
達成目標値 

交通マスタ
ープランの
将来目標値
（2030 年）

前期 
（2015 年）

後期 
（2020 年） 

【全市的目標】 
 

路線バスが 
利用しやすく 

不便なく快適に
移動できる 
まちにする 

全体
目標 

市内をバスで利用して 
移動する割合 

（鉄道端末利用を含む）

10％ 
（2008 年）

－ 12％ 
現況より 
増加 

補完
目標 

最寄り駅まで 
15 分未満で到達できる 

市民の割合 

59.6％ 
（2005 年）

62.5％ 65％ 70％ 

鉄道やバスの利便性に 
ついて満足している 

市民の割合 

60.9％ 
（2005 年）

62.5％ 65％ 70％ 

主要拠点 
から町田駅
にアクセス 
するバスの 
所要時間 

山崎団地 
⇒町田駅

31 分 
<平日 8時＞
（2005 年）

現況より
10％短縮 

－ 
現況より 
10％短縮 

桜台 
⇒町田駅

35 分 
<平日 8時>
（2005 年）

－ 
現況より
10％短縮 

現況より 
10％短縮 

【中心市街地 
目標】 

 
中心市街地に訪
れるだれもが回
遊して楽しめる 

まちにする 

全体
目標 

中心市街地の交通対策 
重点エリアにおける 

瞬間最大路上駐車台数 

77 台 
（2007 年）

－ 
現況より 

減少 
現況より 
減少 

補完
目標 

町田駅周辺の中心街で 
長い時間、楽しむ 

市民の割合 

40.4％ 
（2005 年）

－ 45％ 
現況より 
増加 

歩行者天国内（歩行者天国
時間帯：11～19時）の路上
荷さばき貨物車延べ台数

143 台 
（2007 年） 

－ 
現況より 
50％減少 

０台 

 
図 5-1 目標値の設定 

注）今後、ＰＤＣＡサイクルの中で、達成状況を踏まえて目標値は見直す可能性があります。 
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２．ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進 
 

総合交通戦略で示した事業プログラムの着実な進行とその効果把握にあたって

は、いわゆるＰＤＣＡサイクル（戦略策定（Plan）、施策実施・管理運営（Do）、評

価（Check）、施策体系など、総合交通戦略の柔軟な見直し（Action））に基づき、定

期的に計画の進行状況を確認するとともに、補足的なデータ収集や調査により目標

達成状況を確認し、必要に応じた戦略の点検・見直しを行っていくことが重要です。 
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（総合交通戦略の第１ラウンド）
・総合交通戦略に基づく事業展開
　関連計画への反映（Do）
・目標達成状況のCheck
・小幅な見直し（Action）

Ｐｌａｎ

概ね５年間

（総合交通戦略の第２ラウンド）
・総合交通戦略に基づく事業展開
　関連計画への反映（Do）
・目標達成状況のCheck
・小幅な見直し（Action）

2006.2 2010

 
図 5-2 ＰＤＣＡサイクルによる施策の推進 

 
３．推進体制の構築 
  

ＰＤＣＡサイクルを適切に実行するためには、市民、関係機関等（交通事業者、

関係団体）、行政がそれぞれの立場から施策事業に参画することが必要であり、そ

のような場として、「町田市都市・地域総合交通戦略策定協議会」を発展的に改組

し、「町田市都市・地域交通戦略推進協議会（仮称）」を立上げ、事業の進行管理を

行います。 

なお、施策の推進にあたっては導入費用等が伴うことを踏まえ、国や東京都で定

めている各種補助制度の活用を含めて検討していきます。 

望ましい
交通の
実現

市民

行政
（町田市）

連携・
協働

連携・
協働

連携・
協働

関係
機関等

 
図 5-3 市民、行政（町田市）、関係機関等の連携・協働 
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・交通マスタープランは、概ね 20 年以内を目途に今後導入が考えられる施策を網羅的に示しており、現在、総合交通戦略だけではなく、各関連

計画・事業において総合的に施策が推進されています。 

 

「バリアフリー新法」に基づき、「町田駅周辺バリアフリー基本構

想検討中（2010 年 10 月公表予定）

基本目標Ⅰを実現するための総合的な取り組み状況 交通マスタープランにおける公共交通施策の記載内容 

総
合
交
通
戦
略 

に
お
け
る
重
点
施
策 

基本目標Ⅰ だれもが公共交通を使って不便なく移動できるまちにする 

重点目標１ 路線バスをより利用しやすくする 

個別目標(１) バスで最寄り駅までアクセスしやすくする（中期） 
個別目標(２) 効率的なバスの運行により、定時性・速達性・運行頻度を向

上する（中・長期） 
個別目標(３) バスの多様な情報を提供し、バス利用を促進する（短期） 

重点目標２ 鉄軌道をより利用しやすくする 

個別目標(１) 既存鉄道の速達性や快適性を向上する（短～長期） 

個別目標(２) 多摩都市モノレール及び小田急多摩線を早期に延伸する（長期） 

重点目標３ 交通機関相互の乗り継ぎをしやすくする 

個別目標(１) 公共交通不便地区の住民との協働を視野に入れて、地域の

実態に即した公共交通サービスを提供する（短～長期） 

重点目標４ 公共交通不便地区の交通サービスを向上する 

個別目標(１) 交通結節点での乗り継ぎをしやすくする（短～長期） 
個別目標(２) 運賃制度の工夫により、乗り継ぎによる割高感を低減する（中・長期） 

重点目標５ だれもが安全に安心して公共交通を利用できるようにする 

個別目標(１) バリアフリー化などにより、安全で安心して公共交通機関

を利用できるようにする（短～長期） 

個別目標(２) 駅周辺のバリアフリー化により、不便なく安全に公共交通

機関にアクセスできるようにする（短期） 
 
個別目標(３) 従来の公共交通機関を使うことが困難な人々の移動手段を

確保する（短～長期） 

コミュニティバス事業を導入（2010 年 1 月現在 4 ルートで運行） 

東京都、鉄道事業者等と継続的に協議 

（参考）交通マスタープランの提案施策と総合的な取り組み状況 

福祉輸送サービス事業を導入（2007 年 4 月より福祉輸送サービ
ス共同配車センター稼動開始） 
ノンステップバスの導入補助実施中 
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基本目標Ⅱ だれもが中心市街地へ訪れやすく、回遊して楽しめるようにする 

重点目標２ だれもがより楽しく滞在できる中心市街地にする 

個別目標(１) 歩行者中心の回遊性の高い快適な歩行空間を提供する 

⇒ 歩行者天国内の車両規制ルールの再構築（短期） 

⇒ 既存自転車駐車場の有効活用（短期） 

⇒ 買い物客用自転車駐車場の確保（長期） 

個別目標(２) 貨物車が歩行者の通行を妨げることなく、効率的に集配

送できるようにする 

⇒ 共同集配施設の利用促進（短期） 

⇒ 荷捌き場所の受け皿整備（中期） 

⇒ 共同集配施設の新設、共同配送システムの確立（長期） 

個別目標(３) 高齢者や障がい者、子ども等が安全で安心して移動でき

るようにする 

 ⇒ 歩行空間のバリアフリー化（短期） 

重点目標１ だれもが公共交通でアクセスしやすい中心市街地にする 

個別目標(１) 交通渋滞を解消し、バスの定時性を向上する（中期） 

個別目標(２) 公共交通利用者への案内や料金サービスを向上し、公共

交通を利用しやすくする（中期） 

個別目標(３) バスやタクシーなどの乗降空間を整備する 

⇒ 総合的な交通広場の整備を検討（長期） 

「バリアフリー新法」に基づき、「町田駅周辺バリアフリー基本構

想検討中（2010 年 10 月公表予定）

「町田市自転車駐車場条例」「自転車等の放置防止に関する条例」

に基づき、自転車対策を展開 

基本目標Ⅱを実現するための総合的な取り組み状況 
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重点目標１ 人やモノの交流・連携を促進し、安全性の高い道路網を形成する

個別目標(１) 市域を越える広域的な移動に必要な広域幹線道路網を整備する 
個別目標(２) 人やモノが円滑に移動し、災害時でも安全に移動できる市内幹

線道路網を整備する 

重点目標２ 現状に的確に対応し、効果的に交通渋滞や道路混雑を解消する

個別目標(１) 路線に求められる役割を確認し、都市計画道路網を再検討する 
個別目標(２) 効果的に道路網の整備を促進する 
個別目標(３) 交差点などの局所的な交通問題を解消する 

基本目標Ⅲ 人やモノが早く、正確に、信頼性高く移動できるまちにする 

基本目標Ⅳ 交通による環境負荷や交通事故の少ないまちにする 

重点目標１ 環境負荷の少ない交通利用を促進する 

個別目標(１) 効率的な自動車の利用を促進し、マイカーの利用を少なくする 
個別目標(２) 低公害車の導入を促進する 
個別目標(３) 自動車の運転を環境負荷の少ない方法へ転換する 

重点目標２ 環境負荷の少ない都市空間づくりを進める 

個別目標(１) 公共交通で身近な移動がしやすいまちづくりを促進する 
個別目標(２) 徒歩や自転車で移動しやすくする 

重点目標３ 交通安全を推進する 

個別目標(１) 交通安全教育を進める 

基本目標Ⅲ、Ⅳを実現するための総合的な取り組み状況 

「多摩地域における都市計画道路の整備方針（2006 年度～

2015 年度）」に基づき事業推進 

総
合
交
通
戦
略 

に
お
け
る
重
点
施
策 

上記に位置付けのない路線について整備の必要性を明記 

（3・3・36 の町田街道交差部～3・4・11、3・4・11 の延伸） 

交通安全対策への取り組みを推進 

望ましい都市空間づくりのため、「都市計画マスタープラン」を改

定中（2011 年 6 月公表予定） 

今後、徒歩・自転車の利用促進策について検討予定 

「環境マスタープラン」を推進していくための「環境アクション

プラン（中期実施計画：2008 年 3 月策定）」を推進 

（エコドライブの推進：自動車利用を抑える[ノーマイカーデー 

一人一日５km 削減キャンペーン]、エコドライブ普及） 
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